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賜
姓
ソ
グ
ド
人
李
準
の
生
涯

―
「
李
準
墓
誌
」（
貞
元
十
年
（
七
九
四
））
考
察
―

福
　
島
　
　
恵

は
じ
め
に

　

中
央
ア
ジ
ア 

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
を
故
郷
と
す
る
ソ
グ
ド
人
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
交
易
で
活
躍
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
彼
ら
の
活
動
は
交
易
に
と
ど
ま
ら

ず
、
歴
代
の
中
華
王
朝
や
遊
牧
国
家
で
、
政
治
顧
問
・
国
家
使
節
・
武
人
と
し

て
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
特
に
北
朝
か
ら
唐
代
の
中
国
に
お
け
る
彼
ら

の
活
動
は
、
墓
誌
を
中
心
と
す
る
石
刻
史
料
の
分
析
に
よ
っ
て
よ
り
具
体
的
に

な
っ
て
き
て
い
る
［
森
部
二
〇
一
〇
・
石
見
二
〇
一
六
な
ど
］。

　

漢
籍
史
料
中
か
ら
ソ
グ
ド
人
を
探
す
際
に
重
要
な
指
標
の
一
つ
と
な
る
の

は
、
中
国
地
域
で
活
動
し
た
ソ
グ
ド
人
が
名
乗
っ
た
安
・
康
・
米
な
ど
出
身
オ

ア
シ
ス
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
ソ
グ
ド
姓
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、

唐
の
後
半
期
に
は
皇
帝
か
ら
国
姓
の
李
を
賜
与
さ
れ
、
ソ
グ
ド
姓
を
名
乗
ら
な

く
な
っ
た
ソ
グ
ド
人
（
賜
姓
ソ
グ
ド
人
）
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
ソ
グ
ド
人

は
、
そ
の
後
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
の
間
に
埋
も
れ
て
消
滅
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
が
、
こ
の
賜
姓
ソ
グ
ド
人
の
動
向
は
、
彼
ら
が
消
え
て
い
く
過
程
を
知

る
上
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
か
ね
て
か
ら
注
目
し
て
き

た
［
福
島
二
〇
一
八
Ａ
］。

　

そ
の
賜
姓
ソ
グ
ド
人
の
う
ち
李
元
諒
（
も
と
は
安
元
光
・
駱
元
光）

1
（

）
は
、

唐
徳
宗
期
の
主
力
武
将
の
一
人
で
、唐
と
吐
蕃
に
よ
る
平
涼
の
盟
（
七
八
七
年
）

で
唐
の
正
使
で
あ
る
渾
瑊
を
吐
蕃
の
急
襲
か
ら
救
っ
た
功
績
か
ら
姓
名
を
賜
っ

た
人
物
で
あ
り
、
彼
に
つ
い
て
は
墓
誌
・
顕
彰
碑
が
残
る
だ
け
で
な
く
、
新
旧

両
唐
書
に
も
立
伝
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
本
稿
で
扱
う
の
は
そ
の
李
元
諒
の
次
男
で

あ
る
李
準
の
墓
誌
（
以
下
「
李
準
墓
誌
」）
で
あ
る
。
筆
者
は
、
李
元
諒
に
つ

い
て
の
調
査
を
進
め
る
中
で
、
二
〇
一
六
年
夏
に
中
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ

イ
ト
で
「
李
元
諒
墓
誌
」
の
拓
本
と
共
に
今
回
扱
う
「
李
準
墓
誌
」
と
そ
の
墓

誌
蓋
の
拓
本
が
西
安
市
の
業
者
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
入

手
す
る
こ
と
が
で
き
た）

3
（

。
管
見
の
限
り
で
は
「
李
準
墓
誌
」
と
そ
の
墓
誌
蓋

の
拓
本
・
録
文
は
こ
れ
ま
で
墓
誌
集
成
本
や
論
文
な
ど
に
公
開
さ
れ
た
形
跡
は

な
く
、
論
考
で
も
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず）

4
（

、「
李
準
墓
誌
」
に
在
来
典
籍
史
料
や

李
元
諒
に
関
す
る
石
刻
史
料
を
補
う
記
載
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
な

〈
論
説
〉
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い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
「
李
準
墓
誌
」
及
び
そ
の
墓
誌
蓋
の
拓
本
写
真
を
公
開

し
、
そ
の
真
偽
を
議
論
し
た
上
で
、
録
文
・
現
代
語
訳
を
提
示
し
て
本
史
料
を

紹
介
す
る
と
共
に
、
考
察
を
加
え
て
徳
宗
期
の
ソ
グ
ド
人
の
活
動
の
一
端
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
李
準
墓
誌)

5
(

（
一
）
墓
誌
の
形
状
と
そ
の
真
偽

　

今
回
入
手
し
た
「
李
準
墓
誌
」
の
拓
本
は
、
文
字
面
の
み
で
側
面
部
分
は
な

く
、
そ
の
サ
イ
ズ
は
縦
横
七
四
㎝
で
あ
る
。
字
体
は
楷
書
で
、
全
三
九
行
で
あ

る
。
文
字
を
記
す
基
準
と
な
る
罫
線
・
緯
線
は
所
々
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

行
ご
と
に
文
字
数
は
異
な
っ
て
い
て
、一
行
に
最
大
四
一
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
共
に
発
見
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
墓
誌
蓋
は
お
そ
ら
く
覆
斗
型
で
あ
り
、

本
拓
本
は
そ
の
上
部
の
文
字
面
と
傾
斜
部
分
で
、
側
面
部
分
は
な
い
。
文
字
面

に
は
題
字
が
篆
書
で
記
さ
れ
、
そ
の
周
囲
に
花
紋
が
線
刻
さ
れ
る
。
傾
斜
部
分

に
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
雲
紋
あ
る
い
は
唐
草
紋
と
み
ら
れ
る
線
刻
が
あ
る
。

拓
本
の
サ
イ
ズ
は
縦
横
七
七
㎝
、
文
字
面
は
縦
六
四
㎝
、
横
六
二
㎝
、
傾
斜
部

分
は
幅
六
～
七
㎝
で
あ
る
。

　
「
李
準
墓
誌
」
お
よ
び
そ
の
墓
誌
蓋
の
真
偽
（
真
作
か
ら
写
し
取
ら
れ
た
拓

本
か
）
に
つ
い
て
、
今
回
共
に
購
入
し
た
「
李
元
諒
墓
誌
」
の
拓
本
と
あ
わ
せ

て
考
え
た
い
。
ま
ず
、
拓
本
か
ら
察
せ
ら
れ
る
形
状
面
か
ら
み
れ
ば
、
主
に
次

の
点
か
ら
偽
作
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
第
一
に
、
筆
者
が
入
手
し
た
「
李

元
諒
墓
誌
」
の
拓
本
は
『
隋
唐
五
代
墓
誌
彙
編
』
陝
西
四
［
五
六
頁
］
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
「
李
元
諒
墓
誌
」
の
拓
本
写
真
と
同
形
状
の
傷
が
同
位
置
に
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、「
李
元
諒
墓
誌
」
と
「
李
準
墓
誌
」（
２
行
目
）
か
ら
、

こ
れ
ら
の
墓
誌
を
書
し
た
の
は
共
に
李
元
諒
の
長
子
の
李
平
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
が
、『
隋
唐
五
代
墓
誌
彙
編
』
版
と
筆
者
が
購
入
し
た
「
李
元
諒
墓
誌
」

と
「
李
準
墓
誌
」、さ
ら
に
参
考
と
し
て
同
じ
年
代
の
ソ
グ
ド
人
「
石
崇
俊
墓
誌
」

（
書
者
不
明
）
の
共
通
す
る
文
字
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
三
つ
の
字
形
は

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
同
一
人
物
が
書
い
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
（【
文
字

の
比
較
表
】
参
照
）。

　

な
お
、
上
述
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
拓
本
は
、
二
〇
一
六
年
夏
に
中
国
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
で
西
安
市
の
業
者
に
よ
っ
て
売
り
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
が
、こ
の
販
売
業
者
に
よ
れ
ば
、「
李
準
墓
誌
」
お
よ
び
墓
誌
蓋
の
拓
本
は
、

「
李
元
諒
墓
誌
」
の
拓
本
と
一
緒
に
地
元
政
府
（
出
土
地
・
所
蔵
地
か
ら
見
て

お
そ
ら
く
潼
関
県
政
府
か）

6
（

）
か
ら
十
年
ほ
ど
前
に
購
入
し
た
と
い
う
。「
李
元

諒
墓
誌
」
と
「
李
準
墓
誌
」（
33
行
目
）
に
記
さ
れ
る
埋
葬
地
は
共
に
「
華
陰

県
潼
（
僮
）
郷
原
之
新
塋
」
で
あ
り
、「
李
準
墓
誌
」（
33
・
39
行
目
）
に
は
李

準
を
李
元
諒
墓
に
「
侍
葬
」
す
る
（
近
く
に
葬
る
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
墓
は
近
距
離
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
販
売
業
者
が
こ
の
二
つ
の
墓
誌

の
拓
本
を
同
時
に
入
手
し
た
と
い
う
経
緯
は
信
憑
性
が
高
く
、
こ
れ
ら
の
拓
本

の
信
頼
度
を
高
め
る
情
報
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
朱
泚
の
乱
や
平
涼
の
盟
な
ど
に
つ
い
て
、
史

書
や
碑
文
か
ら
判
明
す
る
歴
史
的
動
向
や
李
元
諒
の
動
き
と
も
矛
盾
点
が
な

く
、
む
し
ろ
新
た
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
本
「
李
準
墓

誌
」
は
、
偽
作
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
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【文字の比較表】 ※サイズはおまかせします
『隋唐五代墓誌彙編』

「李元諒墓誌」
福島所蔵

「李元諒墓誌」
福島所蔵

「李準墓誌」
参考：京大人文研所蔵
「石崇俊墓誌」（ 年）

行 文字目 行 文字目 行 文字目 行 文字目

行 ・ 文字目 行 ・ 文字目 行 ・ 文字目 行 ・ 文字目
「石崇俊墓誌」は，京都大学人文科学研究所で公開されている拓本を利用した。
（ ）

【関連地図】 福島［ ： ］を改変。 ※サイズはお任せします

【李準墓誌拓本写真】 ※墓誌はできれば文字が見えるようにしてください。墓誌蓋は多少小さくてもかまいません

墓誌蓋

墓誌

李準墓誌蓋拓本
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【李準墓誌拓本写真】 ※墓誌はできれば文字が見えるようにしてください。墓誌蓋は多少小さくてもかまいません

墓誌蓋

墓誌

李準墓誌拓本
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（
二
）
録
文

《
墓
誌
蓋
》　

唐　
故　
太　
子　
通　
事　
舎　
人　
李　
公　
墓　
誌

《
墓
誌
》

1　　
　

唐　
故　
朝　
議　
郎
、行　
太　
子　
通　
事　
舎　
人
、賜　
緋　
魚　
袋　
李　
君　
墓　
誌　
銘　
并　
序
。

2　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兄　
平　
撰　
文　
并　
書
。

3　
君
、諱　
準
、字　
玄　
則
。本　
姓　
安　
氏
。其　
先　
黄　
帝　
軒　
轅　
氏　
之　
胤
。軒　
轅　
帝　
孫　
曰　
安
、封　
于　
安　
号
、其　
國　
曰　
安　
息
、遂　
為　
氏　
焉
。自　
西

4　
漢　
以　
還
、或　
居　
河　
右
、故　
為　
涼　
州　
姑　
臧　
人　
也
。曽　
祖　　
　

皇　
朝　
左　
武　
衛　
翊　
府　
中　
郎　
将
、贈　
代　
州　
都　
督　
諱　
延
。行　
義　
守　
謙
、道

5　
全　
名　
着
、進　
而　
知　
止
、位　
不　
充　
材
。烈　
祖　　
　

皇　
朝　
易　
州　
遂　
城　
府　
折　
衝
、贈　
幽　
州　
大　
都　
督　
諱　
塞　
多
。澤　
潤　
本　
枝
、慶　
流　
来　
葉
、

6　
河　
隍　
擾　
亂
、因　
適　
薊　
門
、燕　
土　
材　
賢
、畢　
瞻　
風　
彩
。弘　
仁　
匪　
倦
、積　
德　
有　
徴
、曄　
曄　
輝　
輝
、榮　
華　
不　
絶
。烈　
考　　
　

皇　
朝　
華　
州　
潼

7　
關　
鎮　
國　
軍
・
隴　
右　
兩　
道　
節　
度　
支　
度　
營　
田　
観　
察　
處　
置
・
臨　
洮　
軍　
等　
使
、開　
府　
儀　
同　
三　
司
、検　
校　
尚　
書　
左　
僕　
射　
兼　
華　
州　
刺

8　
史
、御　
史　
大　
夫
、武　
康　
郡　
王
、贈　
司　
空　
諱　
元　
諒
。珪　
璋　
特　
達
、河　
岳　
英　
霊
、経　
百　
戰　
以　
安　　
　　
　

君
、推　
一　
心　
而　
奉　　
　　
　

國
。事

9　
与　
時　
並
、名　
与　
功　
偕
、丹　
青　
有　
輝
、竹　
帛　
無　
點
。不　
然　
者　
焉　
得
、胙　
圡　
命　
氏
、分　
閫　
擁　
旄
。茂　
績　
休　
聲
、不　
泯　
於　
千　
載　
矣
。君　
即

10　
僕　
射　
之　
次　
子
、故　
雲　
麾　
将　
軍
、守　
右　
武　
衛　
大　
将　
軍　
兼　
隴　
右　
副　
節　
度
、襲　
左　
賢　
王
、贈　
代　
州　
都　
督
、河　
南　
阿　
史　
那　
公　
羲　
方

11　
之　
外　
孫　
也
。生　
而　
瓌　
美
、有　
岐　
嶷　
之　
姿
。幼　
而　
聡　
明
、稟　
純　
孝　
之　
性
。長　
而　
沈　
毅
、薀　
寛　
大　
之　
懷
。天　
降　
禍　
殃
、舋　
嬰　
所　　
　　

12　
恃
。雖　
在　
繦　
褓
、而　
容　
色　
瞿　
然
、日　
夜　
哀　
啼
、乳　
餔　
類　
鮮
。六　
親　
奇　
歎
、保　
念　
弥　
深
、既　
長　
號　
天
、痛　
乎　
不　
逮
。　
　　
　　
　

僕　
射　
愍

13　
其　　
　　
　

偏　
露
、撫　
視　
増　
悲
。乃　
訪　
宿　
儒
、摳　
衣　
就　
學
、入　
聞　
詩　
禮　
之　　
　

訓
、出　
觀　
俎　
豆　
之　
儀
。年　
十　
五
、郡　
擧　
孝　
廉
、為　
郷　
貢

14　
之　
俊
、以　
年　
齒　
尚　
幼
、故　
不　
趣　
京　
師
、退　
而　
研　
精
、而　
强　
不　
息
。明　
年　
冬
、賊　
臣　
朱　
泚
、潜　
搆　
兇　
謀
。　
　　
　　
　

僕　
射
、惣　
潼　
華　
之

15　
師
、龔　
行　
天　
伐
、毎　
経　
險　
阻
、常　
侍　　
　　
　

晨　
昏
。克　
弥　
拔　
氛
、再　
清　　
　　
　

宮　
闕
。令　
君　
馳　
往
、　
　　
　

慶　
賀　
奉　
表
。南　
行　
冒　
炎　
暑

16　
赫　
曦　
之　
辰
、登　
巴　
梁　
峭　
絶　
之　
路
。懸　
車　
束　
馬
、晝　
夜　
兼　
程
、累　
日　
之　
間
、至　　
　　
　

行　
在　
所
。對　
敡　

敷　
奏
、披　
省　
表　
章
。

17　
上　
以　　
　　
　

宗　
社　
尅　
復
、歔　
欷　
良　
久
、循　
環　
顧　
問
、　
　　
　

嘉　
歎　
重　
疊
。庶　
事　
詳　
明
、特　
加　
優　
奨
、即　
日　
授　
同　
州　
叅　
軍
、賜　
以

18　
金　
帛　
衣　
服
。謝　　
　　
　

恩　
之　
際
、　
　　
　

詔　
令　
先　
赴　
上　
都
。俯　
聽　　
　　
　

綸　
言
、至　
皆　　
　　
　

宣　
諭
。承　
歡　　
　　
　

膝　
下
、拜　
省　
増　
榮
。

19　
然　
後　　
　　
　

万　
乗　
天　
旋
、六　
龍　
雲　
降
。君　
臣　
交　
泰
、遐　
迩　
欣　
欣
。李　
懐　
光
、竊　
㨿　

蒲　
同
、尚　
勞　
師　
律
。復　
命　　
　　
　　
　

僕　
射
、躬　
往

20　
討　
除
。君　
毎　
被　
堅　
執　
戈
、餘　
勇　
可　
賈
、摧　
鋒　
破　
敵
、所　
向　
無　
前
。逆　
豎　
䲷　

夷
、榮　
勲　
飲　
至
。加　
右　
衛　
兵　
曹　
叅　
軍
、賜　
緋　
魚　
袋　
及

21　
銀　
器　
疋　
帛　
金　
帯　
等　
物
。　
　　
　

天　
庭　
服　
拜
、孰　
不　
榮　
之
。日　
者　
蕃　
寇　
請　
盟
、　
　　
　

王　
師　
撤　
警
、登　
壇　
将　
歃
、虜　
以　
合　
圍
、日　
翳
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22　
塵　
昏
。人　
各　
乱　
潰
、君　
部　
曲　
悉　
散
、單　
車　
獨　
馳
。突　
戈　
矛　
之　
𨦟
、出　
虎　
狼　
之　
口
、越　
川　
谷　
之　
隘
、歸　
父　
母　
之　
邦
。既　
至　
號　
泣　
拜

23　
伏
、若　
已　
再　
生
。　
　　
　　
　

僕　
射　
撫　
背
、悲　
酸　
有　
如　
天　
至
。　
　　
　　
　

聖　
上　
知　
其　
驍　
勇
、召　
對　
器　
之
。改　
太　
子　
通　
事　
舎　
人
、仍　
加

24　
錫　
賚
。咸　
謂「
艱　
險　
備　
矣
。屯　
蹇　
已　
矣
」。而　
年　
踰　
弱　
冠
、器　
質　
弘　
深
、必　
當　
騁　
千　
里　
以　
髙　
驤
、望　
青　
雲　
而　
一　
擧
。豈　
意　
夫

25　
春　
秋　
鼎　
盛
、疾　
疚　
所　
嬰
、渉　
歴　
寒　
温
、沈　
緜　
枕　
席
。　
　　
　　
　

皇　
上　
以　　
　　
　　
　

僕　
射　
勲　
庸　
冠　
古
、惜　
君　
材　
武　
過　
人
、

26　
亟　
令　　
　

中　
使　
御　
醫　
視　
其　
所　
寢
。并　
賜　
絹　
一　
百　
段
、充　
藥　
物　
之　
資
。身　
不　
能　
興
、手　
舞　
足　
蹈
、仿　
偟　
匍　
匐
、嗚　
咽　
涕　
流
。

27　
僕　
射
、荷　　
　　
　　
　

天　
澤　
曲　
垂
、王　
事　
有　
限
。聞　
君　
之　
未　
廖　
也
、積　
憂　
成　
疾
、或　
矯　
云　
有　
痊　
也
、常　
膳　
載　
加
。心　
如　
懸　
旍
、窹

28　
𥧌　
不　
捨
。父　
子　
天　
性　
誠　
哉
、是　
言　
醫　
術　
既　
究　
膏　
肓　
日　
甚
。以　
貞　
元　
八　
年　
五　
月　
廿　
六　
日
、終　
于　
長　
安　
宣　
陽　
里　
之　
私　
第
。享　
年

29　
廿　
四
。嗚　
呼　
哀　
哉
。君
、孝　
若　
曾　
叅
、行　
如　
顔　
子
、勇　
齊　
季　
路
、藝　
等　
冉　
求
。四　
者　
克　
兼
、而　
年　
壽　
不　
永
、禄　
位　
不　
崇
。悲　
夫
、

30　
主　
上　
聞　
其　
殞　
喪
、傷　
歎　
久　
之
、乃　
賜　
絹　
一　
百　
段
、以　
給　
喪　
事
。　
　　
　

君　
親　
長　
隔
、臣　
子　
永　
辞
。　
　　
　

恩　
及　
幽　
冥
、感　
深　
窀　
穸
。

31　
僕　
射
、遠　
承　
凶　
訃
、言　
發　
慟　
絶
、哀　
過　
常　
情
、痛　
深　
遐　
想
。兄　
弟
、等　
泣　
天　
倫　
之　
中　
𡙇
、悲　
手　
足　
之　
先　
凋
。藐　
尓　
遺　
孤
、彼　
蒼　
何

32　
虐　
乃　
占　
先　
遠
、　
　

權　
厝　
従　
宜
。歳　
未　
再　
周
、　
　　
　　
　

僕　
射　
薨　
背
。　
　　
　

朝　
傾　
儀　
表
、　
　　
　

國　
喪　
棟　
梁
。君　
兄　
曰　
平
、弟　
曰

33　
莘
、泣　
血　
絶　
漿
、幾　
於　
滅　
性
。卜　
遵　　
　　
　

遷　
祔
、龜　
筮　
叶　
従
。以　
十　
年　
十　
一　
月　
一　
日
、　
　　
　

侍　
葬　
於　
華　
陰　
縣　
僮　
郷　
原　
之

34　
新　
塋
。丹　
旐　
首　
途
、靈　
轜　
前　　
　　
　

導
。痛　
哉
。君　
生　
也
、偏　
侍　　
　　
　

左　
右
、其　
歿　
也
、今　
亦　
如　
之
。存　
亡　
若　
斯
、觀　
者　
咸　
歎
。

35　
夫　
人
、河　
南　
屈　
突　
氏
、故　
絳　
州　
別　
駕　
郾　
之　
次　
女　
也
。蘭　
蕙　
有　
芳
、先　
君　
而　
夭
。有　
男　
一　
人
、曰　
翁　
子
。天　
資　
敏　
悟
、年　
尚　
幼　
冲
、縗

36　
絰　
執　
喪
、不　
資　
人　
教
。於　
戯
。雙　
棺　
同　
穴
、幽　
𡑞　

長　
扃
。人　
廿　
已　
空
、山　
河　
未　
改
。撫　
存　
悲　
往
、灑　
涙　
何　
言
。刊　
石　
勒　
銘
、以　
旌　
家　
範
。

37　
其　
詞　
曰
、　
　　
　　
　

英　
英　
令　
冑
、欝　
欝　
華　
宗
。洪　
波　
清　
派
、靈　
粹　
斯　
鍾
。乃　
夢　
熊　
羆
、寔　
生　
君　
子
。淑　
問　
莫　
儔
、芳　
猷　
難　
比
。射

38　
兼　
五　
善
、學　
綜　
六　
経
。風　
姿　
傑　
出
、才　
器　
早　
成
。銀　
印　
有　
輝
、綵　
衣　
増　　
　　
　

慶
。伯　
仲　
鷹　
行
、棣　
華　
相　
暎
。膺　
玆　
厚　
祉
、宜　
享　
遐　
年
。

39　
忽　
辞　
昭　
代
、詎　
隔　
幽　
泉
。敬　
姜　
之　
墓
、言　
祔　
言　
旋
。　
　　
　　
　

侍　
葬　
哀　
榮
、人　
誰　
不　
傳
。
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（
三
）
現
代
語
訳

　

唐
の
故
朝
議
郎
（
正
六
品
上
：
文
散
官
）、
行
太
子
通
事
舎
人
（
正
七
品
下
：

行
は
高
位
の
者
が
低
い
官
職
を
兼
ね
る
こ
と
）、
賜
緋
魚
袋 

李
君
の
墓
誌
銘
及

び
序
文
。
兄
の
平 

撰
文
及
び
書
。

　

君）
7
（

の
諱
は
準
、
字
は
玄
則
と
い
う
。
も
と
の
姓
は
安
氏
で
あ
る
。
そ
の
先

祖
は
黄
帝
軒
轅
氏
の
胤
で
あ
る
。
軒
轅
帝
の
孫
は
安
と
い
い
、
安
に
冊
封
さ
れ

て
、
そ
の
国
を
安
息
と
言
っ
た
の
で
、
つ
い
に
氏
と
し
た
の
で
あ
る
。
前
漢
以

来
い
つ
も
河
西
に
住
み
、
そ
の
た
め
涼
州
姑
臧
（
現
在
の
甘
粛
省
武
威
）
の
人

と
な
っ
た
。
曾
祖
父
は
唐
の
左
武
衛
翊
府
中
郎
将
（
正
四
品
下
）、
贈
代
州
都

督
（
正
三
品
：
代
州
は
現
在
の
山
西
省
忻
州
代
県
）
で
諱
は
延
で
あ
る
。
正
義

を
堅
持
し
て
謙
虚
で
あ
り
、
道
を
全
う
し
て
名
を
知
ら
れ
、
昇
進
し
た
官
に
満

足
し
て
い
た
が
、
位
は
そ
の
才
能
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
祖
父

は
唐
の
易
州
遂
城
府
折
衝
（
中
府
で
あ
れ
ば
従
四
品
上
：
易
州
は
現
在
の
河
北

省
保
定
易
県
）、
贈
幽
州
大
都
督
（
従
二
品
：
幽
州
は
現
在
の
北
京
）
で
諱
は

塞
多
で
あ
る
。
恩
恵
が
一
族
を
潤
し
、
幸
い
が
後
代
に
も
伝
え
ら
れ
た
が
、
黄

河
・
湟
（
隍
）
水
の
地
域
が
混
乱
し
た
の
で
、（
一
族
は
）
薊
門
（
現
在
の
天

津
市
薊
州）

8
（

）
に
移
っ
た
。
そ
の
燕
の
地
域
の
賢
者
は
、
み
な
（
塞
多
の
）
立

ち
居
振
る
舞
い
を
尊
ん
で
仰
ぎ
見
て
、（
塞
多
は
）
そ
の
地
に
仁
を
広
め
て
は

飽
き
る
こ
と
が
な
く
、
徳
を
積
ん
で
は
成
果
が
あ
り
、
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
、

そ
の
栄
華
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
父
は
唐
の
華
州
潼
関
鎮
国
軍
・
隴
右

両
道
節
度
支
度
営
田
観
察
処
置
・
臨
洮
軍
等
使
（
使
職
：
華
州
は
現
在
の
陝
西

省
華
陰
、
潼
関
は
現
在
の
陝
西
省
潼
関
、
隴
右
節
度
使
・
臨
洮
軍
は
鄯
州
（
現

在
の
青
海
省
西
寧
市
楽
都
）
に
設
置
）、
開
府
儀
同
三
司
（
従
一
品
：
文
散
官
）、

検
校
尚
書
左
僕
射
（
従
二
品
）
兼
華
州
刺
史
（
正
四
品
上）

9
（

）、
御
史
大
夫
（
従

三
品
）、
武
康
郡
王
（
従
一
品
：
爵
官
）、
贈
司
空
（
正
一
品
）
で
諱
は
元
諒
で

あ
る
。
そ
の
人
柄
は
玉
の
よ
う
に
気
高
く
優
れ
、
資
質
は
河
岳
の
よ
う
に
突
出

し
、
多
く
の
戦
い
を
経
て
君
主
に
安
寧
を
も
た
ら
し
、
一
心
に
国
に
仕
え
た
。

業
績
は
時
機
を
得
た
も
の
で
、
名
声
は
功
績
に
ふ
さ
わ
し
く
、
絵
画
に
輝
か
し

く
描
か
れ
、
史
書
に
汚
点
は
無
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
土
地
を
封
ぜ

ら
れ
て
軍
隊
を
率
い
る
身
分
と
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
の
立
派
な
業
績

や
素
晴
ら
し
い
名
声
は
千
年
た
っ
て
も
滅
び
る
こ
と
は
な
い
。

　

李
準
は
僕
射
（
以
下
、
李
元
諒
）
の
次
子
で
あ
り
、
故
雲
麾
将
軍
（
従
三
品
、

武
散
官
）、
守
右
武
衛
大
将
軍
（
正
三
品
）
兼
隴
右
節
度
副
使
（
使
職
）、
襲
左

賢
王（

（1
（

、
贈
代
州
都
督
で
河
南
の
阿
史
那
羲
方
の
外
孫
で
あ
る
。（
李
準
は
）
生

ま
れ
な
が
ら
に
大
変
美
し
く
、
優
れ
て
賢
明
な
様
子
で
あ
っ
た
。
幼
い
な
が
ら

も
聡
明
で
、
心
の
こ
も
っ
た
孝
行
を
行
う
性
質
を
受
け
継
い
で
い
た
。
成
長
す

れ
ば
意
志
が
固
く
落
ち
着
い
て
い
て
、
寛
大
な
度
量
を
蓄
え
て
い
た
。
天
が
災

い
を
降
し
、
頼
る
べ
き
母
が
病
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。（
そ
の
時
、
李
準
は
）

背
負
い
帯
や
産
着
の
ま
ま
の
幼
児
で
あ
っ
た
が
、
憂
い
の
表
情
で
日
夜
哀
し
ん

で
泣
き
、
乳
や
食
べ
物
を
ほ
と
ん
ど
口
せ
ず
に
孝
行
し
た
。
一
族
は
非
常
に
嘆

き
哀
し
み
、
悲
し
み
の
思
い
を
持
ち
続
け
て
ま
す
ま
す
深
く
悲
し
み
、
す
で
に

長
期
に
天
に
訴
え
て
い
た
が
、
そ
の
悲
し
み
は
晴
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

李
元
諒
は
、
李
準
が
片
親
で
あ
る
こ
と
を
哀
れ
み
、
増
幅
す
る
悲
し
み
を
見
守

っ
た
。
そ
こ
で
（
李
準
は
）
博
学
な
儒
者
を
訪
れ
、
前
襟
を
引
き
立
て
て
身
な

り
を
整
え
就
学
し
、屋
内
で
は
『
詩
経
』
や
三
礼
（『
儀
礼
』・『
周
礼
』・『
礼
記
』）

の
教
え
を
受
け
、
外
出
し
て
は
儀
礼
の
方
法
を
学
ん
だ
。（
李
準
は
）
十
五
歳

で
郡
に
孝
廉
に
推
挙
さ
れ
、
郷
貢
と
な
る
ほ
ど
優
れ
た
能
力
が
あ
っ
た
が
、
年

齢
が
ま
だ
低
か
っ
た
た
め
、
京
師
に
行
か
ず
、
郷
里
に
戻
っ
て
学
問
研
究
に
専
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念
し
、
努
め
励
ん
で
休
息
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

翌
年
の
冬
、
賊
臣
の
朱
泚
は
ひ
そ
か
に
謀
反
を
引
き
起
こ
し
た
。
李
元
諒
は

潼
華
（
潼
関
・
華
州
）
の
軍
を
束
ね
て
、
つ
つ
し
ん
で
天
子
（
徳
宗
）
の
討
伐

を
実
行
し
、
困
難
な
状
況
の
時
に
は
、（
李
準
は
李
元
諒
に
）
常
に
近
侍
し
た
。

（
李
元
諒
の
軍
は
）
悪
い
気
を
広
く
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
、
再
び
宮
城
に
平

穏
を
も
た
ら
し
た
。（
そ
こ
で
）李
準
を
急
ぎ
行
か
せ
て
、祝
賀
し
上
奏
さ
せ
た
。

（
李
準
は
）南
行
し
て
夏
の
燃
え
盛
る
よ
う
な
暑
さ
を
も
の
と
も
せ
ず
、巴
梁（
陝

西
西
南
部
か
ら
四
川
に
か
け
て
の
地
域
）
の
険
し
く
そ
び
え
立
っ
た
道
を
登
っ

た
。
そ
の
道
は
大
変
険
阻
で
、
昼
夜
倍
の
速
さ
で
道
を
急
ぎ
、
数
日
で
行
在
所

（
当
時
は
梁
州
：
現
在
の
陝
西
省
漢
中
）
に
至
っ
た
。（
李
準
は
徳
宗
の
）
面
前

で
上
奏
文
を
ひ
ら
い
て
読
み
上
げ
た
。
皇
帝
は
宗
社（
唐
）が
勝
っ
て
失
地（
長

安
）
を
回
復
し
た
こ
と
で
、
と
て
も
長
く
す
す
り
泣
き
、
諮
問
を
繰
り
返
し
、

何
度
も
褒
め
称
え
た
。も
ろ
も
ろ
の
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
、（
徳
宗
は
李
準
に
）

特
別
に
手
厚
い
褒
美
を
加
え
、
そ
の
日
の
う
ち
に
同
州
参
軍
（
正
九
品
上
：
同

州
は
現
在
の
陝
西
省
渭
南
市
大
茘
）
を
授
け
て
、
金
品
・
衣
服
を
下
賜
し
た
。

謝
恩
の
時
、（
皇
帝
は
）
詔
を
発
し
て
（
李
準
を
）
先
に
都
（
長
安
）
に
行
か

せ
た
。（
李
準
は
）
天
子
の
言
葉
を
低
頭
し
て
聞
き
、
そ
の
詔
令
を
す
べ
て
知

ら
せ
た
。（
李
準
は
）
父 

李
元
諒
に
喜
ば
れ
て
、
ま
す
ま
す
名
声
を
得
た
。

　

そ
の
後
、
強
国
の
天
子
（
徳
宗
）
の
力
が
天
下
に
及
び
、
六
龍
が
雲
を
動
か

し
雨
を
施
す
よ
う
に
天
子
の
徳
が
行
き
渡
っ
た
。
君
臣
が
よ
く
通
じ
、
近
く
で

も
遠
く
で
も
喜
び
に
溢
れ
た
。
李
懐
光
が
密
か
に
蒲
州
（
現
在
の
山
西
省
運
城

市
永
済
）・
同
州
を
占
拠
し
、
ま
た
軍
紀
を
煩
わ
し
た
。
李
元
諒
は
ま
た
命
を

受
け
て
、
自
ら
出
向
い
て
討
伐
し
た
。
李
準
は
堅
い
鎧
を
身
に
ま
と
い
、
鋭
い

武
器
を
手
に
と
る
た
び
に
、
売
っ
て
も
余
る
ほ
ど
豊
富
な
勇
気
で
、
敵
の
戦
意

を
く
じ
い
て
破
り
、
向
う
所
に
行
く
手
を
阻
む
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
悪
者
は

首
を
晒
さ
れ
て
、
宗
廟
に
戦
い
の
功
績
を
報
告
し
た
。
右
衛
兵
曹
参
軍
（
正
八

品
下
）
を
加
え
ら
れ
、
緋
魚
袋
と
あ
わ
せ
て
銀
器
・
疋
帛
・
金
帯
等
の
物
を
下

賜
さ
れ
た
。
宮
廷
か
ら
恩
賞
を
受
け
る
こ
と
を
、
誰
が
栄
誉
と
し
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

間
も
な
く
蕃
寇
（
吐
蕃
）
が
盟
を
請
う
た
の
で
、
唐
軍
は
警
備
を
解
き
、
ま

さ
に
血
を
飲
ん
で
盟
約
し
よ
う
と
し
た
が
、虜
（
吐
蕃
）
は
周
り
を
取
り
囲
み
、

日
が
陰
り
塵
で
暗
く
な
っ
た
。
人
は
み
な
混
乱
し
て
崩
れ
、
李
準
の
軍
は
す
べ

て
分
散
し
、（
李
準
は
）車
一
台
で
疾
走
し
た
。
戈
や
矛
の
刃
に
触
れ
な
が
ら
も
、

貪
欲
な
悪
者
の
も
と
か
ら
脱
出
し
、
川
谷
の
要
害
を
越
え
、
故
郷
に
帰
っ
た
。

激
し
く
泣
き
叫
び
拜
伏
し
終
え
て
、
再
び
生
き
る
力
が
戻
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

そ
の
背
を
撫
で
る
李
元
諒
の
悲
し
み
は
生
来
の
（
抑
え
ら
れ
な
い
）
も
の
で
あ

る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
徳
宗
は
そ
の
強
く
勇
ま
し
い
こ
と
を
知
り
、
召
し
て
様

子
を
聞
き
こ
れ
を
評
価
し
て
、
太
子
通
事
舎
人
に
改
め
て
、
さ
ら
に
下
賜
品
を

加
え
た
。
み
な
謂
う
「
困
難
が
あ
っ
た
。
悪
い
状
況
は
打
開
で
き
た
」
と
。

　

こ
う
し
て
、（
李
準
は
）
年
も
二
〇
を
超
え
、
生
ま
れ
つ
き
の
器
量
も
広
く

深
く
、
必
ず
千
里
も
の
遠
い
道
を
馳
せ
て
行
き
高
位
に
就
き
、
高
官
と
な
っ
て

一
気
に
物
事
を
な
し
遂
げ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
な
の
に
ど
う
し
て
想
像
で
き
た

だ
ろ
う
か
、
人
生
の
盛
ん
な
時
期
に
、
こ
じ
れ
た
病
気
に
か
か
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
薬
を
試
し
た
け
れ
ど
も
、
治
癒
せ
ず
病
床
に
臥
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
。
徳

宗
は
、
李
元
諒
の
功
績
が
前
人
よ
り
大
き
く
、
ま
た
李
準
の
才
能
・
武
勇
が
人

よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
惜
し
ん
だ
た
め
に
、
速
や
か
に
宮
中
か
ら
御
医
（
殿

中
省
尚
薬
局
の
侍
御
医
か
）
に
李
準
の
病
床
を
診
察
さ
せ
た
。
ま
た
、
絹
一
百

段
を
賜
わ
り
、
薬
の
費
用
に
当
て
た
。
身
体
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
喜
び
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を
示
そ
う
と
し
た
が
よ
ろ
め
き
倒
れ
て
、
涙
を
流
し
て
む
せ
び
泣
い
た
。
李
元

諒
は
天
子
の
恩
恵
を
身
に
受
け
て
い
て
、
そ
の
任
命
さ
れ
た
仕
事
の
た
め
に
制

約
が
あ
っ
た
（
李
準
の
病
床
に
付
き
添
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）。（
李
元
諒

は
李
準
の
）
病
が
未
だ
に
癒
え
な
い
と
聞
く
と
、心
配
が
積
も
っ
て
病
に
な
り
、

あ
る
い
は
偽
っ
て
治
癒
し
た
と
言
う
と
、
食
事
が
進
ん
だ
。
心
は
風
に
ひ
る
が

え
る
旗
の
よ
う
に
動
揺
し
て
定
ま
ら
ず
、
寝
て
も
覚
め
て
も
安
ま
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
父
子
の
生
ま
れ
つ
い
た
性
質
は
誠
実
で
あ
っ
た
が
、
医
術
の
施
し
よ

う
が
な
く
、
病
状
は
日
々
重
く
な
っ
た
。
貞
元
八
年
（
七
九
二
）
五
月
二
六
日

に
長
安
宣
陽
里
の
私
第
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年
二
四
。
な
ん
と
悲
し
い
こ
と
だ

ろ
う
か
。

　

李
準
の
孝
行
は
曾
参
、
徳
行
は
顔
子
の
よ
う
で
、
勇
ま
し
さ
は
季
路
と
、
才

知
は
冉
求
と
同
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
者
を
よ
く
兼
ね
た
が
、
し
か
し
寿
命
は

長
く
な
く
、
俸
禄
や
官
位
は
高
く
な
か
っ
た
。
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
徳
宗
は

（
李
準
の
）
死
を
聞
い
て
、
長
く
悲
嘆
し
、
そ
こ
で
絹
一
百
段
を
下
賜
し
て
葬

礼
に
充
て
さ
せ
た
。
君
主
（
徳
宗
）
と
親
（
李
元
諒
）
と
長
く
隔
て
ら
れ
て
、

臣
下
で
あ
り
子
で
あ
る
李
準
は
永
遠
に
こ
の
世
を
離
れ
た
。（
徳
宗
と
李
元
諒

の
）
恩
は
あ
の
世
に
も
及
び
、
悲
し
み
は
墓
穴
よ
り
も
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

李
元
諒
は
遠
方
（
お
そ
ら
く
当
時
の
赴
任
先
の
良
原
：
現
在
の
甘
肅
省
霊
台
県

梁
原
）
で
そ
の
訃
報
を
聞
き
、
よ
う
や
く
言
葉
を
発
せ
ば
悲
し
み
の
あ
ま
り
気

絶
し
た
。
哀
し
む
様
は
常
軌
を
逸
し
て
い
て
、
痛
み
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
兄
弟
は
み
な
兄
弟
の
一
人
が
欠
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
泣
き
、
手
足

が
落
ち
た
よ
う
に
悲
し
ん
だ
。
幼
い
息
子
が
残
さ
れ
る
と
は
、
か
の
蒼
天
は
な

ん
と
酷
い
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
葬
る
日
を
占
い
、
し
ば
ら
く

仮
に
棺
を
安
置
す
る
と
い
う
卜
に
従
っ
た
。
年
が
二
度
回
ら
な
い
う
ち
に
、
李

元
諒
が
亡
く
な
っ
た
。
唐
朝
に
と
っ
て
は
そ
の
規
則
が
傾
く
ほ
ど
（
の
衝
撃
）

で
あ
り
、
棟
梁
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
李
準
の
兄
の
平
、
弟
の
莘
は
目
か
ら
血

が
出
る
ほ
ど
悲
し
ん
で
飲
み
物
す
ら
飲
ま
ず
、
命
を
落
と
す
ほ
ど
悲
し
ん
だ
。

そ
う
し
て
、
占
い
に
従
っ
て
棺
を
移
し
て
陪
葬
す
る
こ
と
に
し
、
亀
筮
が
合
致

し
た
。
貞
元
十
年
（
七
九
四
）
十
一
月
一
日
に
華
陰
県
潼
（
僮
）
郷
原
の
新
た

な
墓
の
そ
ば
に
葬
っ
た
。
故
人
の
名
前
と
官
職
を
記
し
た
旗
が
出
発
し
、
棺
を

乗
せ
た
車
を
先
導
す
る
。
痛
ま
し
い
こ
と
だ
。
李
準
は
生
き
て
い
た
時
も
父
の

傍
に
侍
り
、
そ
し
て
死
し
て
今
も
な
お
存
命
中
の
よ
う
に
傍
に
い
る
。
生
前
も

死
後
も
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
見
る
者
は
み
な
嘆
き
哀
し
ん
だ
。

　

夫
人
は
河
南
屈
突
氏
で
故
の
絳
州
別
駕
（
従
四
品
下）

（（
（

：
絳
州
は
現
在
の
山

西
省
運
城
）
で
あ
る
郾
の
次
女
で
あ
る
。
夫
人
は
蘭
蕙
の
芳
し
い
香
り
の
よ
う

な
人
物
だ
っ
た
が
、
李
準
に
先
だ
っ
て
夭
折
し
て
し
ま
っ
た
。
男
子
が
一
人
あ

り
、
翁
子
と
い
う
。
生
ま
れ
つ
き
聡
明
で
、
年
は
ま
だ
幼
い
が
喪
服
で
葬
儀
を

取
り
仕
切
り
、
人
の
教
え
に
は
頼
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
あ
あ
、
二
つ
の
棺
は

同
じ
墓
穴
に
入
り
、
墓
道
は
長
く
閉
ざ
さ
れ
た
。
故
人
は
二
〇
歳
に
し
て
す
で

に
こ
の
世
を
去
り
、
そ
の
短
い
年
月
で
は
山
河
に
変
化
は
な
い
。
悲
し
い
死
を

い
つ
く
し
ん
で
、
涙
を
ぬ
ぐ
っ
て
何
を
言
お
う
か
。
石
を
彫
り
銘
文
を
刻
み
、

そ
れ
に
よ
っ
て
一
族
の
教
え
を
示
す
。
そ
の
詞
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

美
し
く
優
れ
た
血
筋
、
樹
木
の
茂
る
よ
う
に
盛
ん
な
一
族
。
大
波
は
清
ら
か

に
分
か
れ
て
、
純
粋
な
気
は
こ
こ
に
集
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
熊
羆
の
夢
（
男
子

が
生
ま
れ
る
吉
兆
）
を
見
て
、
こ
こ
に
李
準
を
生
ん
だ
。
そ
の
よ
い
評
判
は
類

い
無
く
、
よ
い
徳
行
は
比
べ
難
い
も
の
で
あ
る
。
弓
射
で
は
五
善
（
古
来
の
射

礼
で
求
め
ら
れ
る
五
要
素
）
を
兼
ね
備
え
、
学
問
は
六
経
（
儒
家
の
『
詩
経
』・

『
書
経
』
な
ど
経
典
六
種
、
あ
る
い
は
貴
族
の
子
弟
が
学
ぶ
べ
き
礼
・
楽
な
ど
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六
科
目
か
）
に
精
通
し
て
い
た
。
そ
の
姿
や
様
子
は
傑
出
し
て
お
り
、
才
能
と

器
量
は
早
く
か
ら
大
人
び
て
い
た
。
そ
の
銀
印
は
輝
き
、
装
飾
さ
れ
た
衣
服
は

喜
び
を
重
ね
た
。（
李
準
の
）
同
父
母
の
兄
弟
は
鷹
の
よ
う
に
勢
い
が
盛
ん
で
、

一
つ
の
萼
に
群
が
っ
て
咲
く
常
棣
の
華
の
よ
う
に
互
い
に
照
ら
し
合
っ
て
い

た
。
こ
こ
に
厚
い
幸
い
を
受
け
、
当
然
長
寿
に
与
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
当
代
に

別
れ
を
告
げ
る
こ
と
も
な
く
、
ど
う
し
て
あ
の
世
と
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

か
。
敬
姜
（
母
か
？）

（1
（

）
の
墓
を
、
こ
こ
に
合
葬
し
こ
こ
に
遷
す
。
父
の
墓
に

侍
葬
さ
れ
る
と
い
う
名
声
を
い
っ
た
い
誰
が
伝
え
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。

（
四
）
墓
誌
文
の
構
成
と
墓
主
の
生
涯

　

以
上
よ
り
、本
墓
誌
の
構
成
は
、誌
題
（
１
行
目
）、撰
者
・
書
者
（
２
行
目
）、

誌
序
（
３
～
36
行
目
）、
詞
（
37
～
39
行
目
）
と
な
る
。
誌
序
は
、（
一
）
発
辞

（
４
行
目
「
也
」
ま
で
）、（
二
）
先
祖
の
記
述
（
９
行
目
「
矣
」
ま
で
）、（
三
）

墓
主
の
事
績
（
24
行
目
「
矣
」
ま
で
）、（
四
）
墓
主
の
死
去
（
29
行
目
「
嗚
呼

哀
哉
」
ま
で
）、（
五
）
皇
帝
か
ら
の
賜
与
・
親
族
の
悲
哀
・
父
の
李
元
諒
の
死

と
葬
儀
、
か
ら
成
る
。
墓
主
の
李
準
は
貞
元
八
年
（
七
九
二
）
に
二
四
歳
で
没

し
て
い
る
の
で
（
28
～
29
行
目
）、
大
暦
四
年
（
七
六
九
）
に
生
ま
れ
た
こ
と

に
な
る
。
安
史
の
乱
の
終
結
（
七
六
三
年
）
の
後
、
代
宗
か
ら
徳
宗
の
前
半
期

ま
で
を
生
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。

二
、
考
察

（
一
）
李
元
諒
の
事
績

　
「
李
準
墓
誌
」
に
は
15
行
目
「
常
侍
晨
昏
」
や
34
行
目
「
君
生
也
、偏
侍
左
右
」

と
あ
っ
て
、李
準
は
、父 

李
元
諒
に
付
き
従
う
生
涯
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
李

準
墓
誌
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
そ
の
父
の
李
元
諒
の
事
績
に
つ
い
て
簡

単
に
触
れ
て
お
き
た
い（

（1
（

。

　

李
元
諒
は
、
も
と
は
安
元
光
と
い
う
姓
名
で
あ
っ
た
が
、
幼
い
時
に
宦
官 

駱
奉
先
の
養
子
と
な
っ
て
駱
姓
と
な
り
、
そ
の
後
潼
関
（
華
州
：
鎮
国
軍
）
で

武
人
と
し
て
頭
角
を
現
し
た
。
建
中
二
年
（
七
八
一
）
に
は
河
北
三
鎮
を
中
核

と
す
る
反
乱
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
連
動
し
て
建
中
四
年
（
七
八
三
）
に
は
朱
泚

の
乱
、
興
元
元
年
（
七
八
四
）
に
は
李
懐
光
の
乱
が
立
て
続
け
に
起
き
る
が
、

李
元
諒
は
そ
の
鎮
圧
で
功
績
を
あ
げ
、
さ
ら
に
、
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
の
唐

と
吐
蕃
と
の
平
涼
に
お
け
る
会
盟
の
際
に
は
唐
側
の
使
臣
で
あ
る
渾
瑊
の
窮
地

を
救
っ
た
功
績
に
よ
っ
て
、
姓
名
を
賜
っ
て
李
元
諒
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
隴

右
地
域
の
防
衛
の
要
で
あ
る
良
原
に
新
た
な
任
務
を
得
た
李
元
諒
は
、
当
地
を

復
興
・
開
発
し
、
そ
の
地
で
貞
元
九
年
（
七
九
三
）
十
一
月
十
五
日
に
六
七
歳

（「
李
元
諒
墓
誌
」）
あ
る
い
は
六
二
歳
（『
旧
唐
書
』
李
元
諒
伝
）
で
生
涯
を
閉

じ
た
。
彼
は
、
安
史
の
乱
以
降
、
社
会
が
動
揺
す
る
中
、
一
貫
し
て
唐
朝
の
武

人
と
し
て
活
動
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
李
準
が
死
去
し
た
の
は
貞
元
八
年

（
七
九
二
）
五
月
二
六
日
（「
李
準
墓
誌
」
28
行
目
）
で
あ
る
の
で
、
李
元
諒
は

そ
れ
か
ら
約
一
年
半
で
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
に
な
る
。
李
元
諒
は
そ
の
死
か

ら
約
一
年
後
の
貞
元
十
年
（
七
九
四
）
十
一
月
二
八
日
に
新
た
に
作
ら
れ
た
墓

に
葬
ら
れ
、
李
準
は
李
元
諒
の
墓
の
そ
ば
に
そ
の
月
の
初
め
の
十
一
月
一
日
に

先
ん
じ
て
葬
ら
れ
た
（「
李
準
墓
誌
」
33
行
目
）。
李
準
は
、
死
後
も
な
お
父
に

近
侍
し
た
こ
と
に
な
る
。
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（
二
）
本
貫
と
河
隍
擾
乱

　

前
述
の
よ
う
に
李
元
諒
は
宦
官 

駱
奉
先
の
養
子
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前

の
動
向
に
つ
い
て
は
新
旧
両
唐
書
の
列
伝
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
李
元
諒

墓
誌
」・「
李
元
諒
頌
」
か
ら
僅
か
に
分
か
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
記
録

に
よ
れ
ば
、
ま
ず
李
元
諒
の
一
族
が
ど
こ
を
拠
点
（
本
貫
）
と
し
た
か
に
つ
い

て
は
、「
李
元
諒
墓
誌
」
で
は
「
家
於
涼
州
」
と
し
、「
李
元
諒
頌
」
に
は
「
武

威
姑
臧
人
」
と
あ
っ
て
、
涼
州
武
威
姑
臧
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
涼
州
武

威
姑
臧
は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
繋
が
る
中
国
側
の
玄
関
口
の
都
市
と
し
て
栄
え
、

交
易
の
拠
点
と
し
て
ソ
グ
ド
人
の
植
民
聚
落
が
築
か
れ
、
多
数
の
ソ
グ
ド
人
が

こ
こ
を
本
貫
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
［
栄
新
江
一
九
九
九
：
六
八
～
七
四

頁
・
二
〇
〇
七
：
二
三
～
二
六
頁
、
福
島
二
〇
一
七
：
三
九
～
四
〇
頁
・

二
〇
一
八
Ａ
：
六
六
二
～
六
六
四
頁
］、
李
元
諒
の
一
族
も
、
こ
の
ソ
グ
ド
人

聚
落
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
李
元
諒
墓
誌
」
に
は
李
元
諒

の
父 

塞
多
が
「
易
州
遂
城
府
折
衝
」
に
就
任
し
て
い
た
こ
と）

（1
（

、
そ
し
て
李
元

諒
が
養
子
に
な
る
以
前
の
記
述
に
「
少
居
幽
薊
、
歴
職
塞
垣）

（1
（

」
と
あ
っ
て
、

幼
少
期
に
は
「
幽
薊
」、
つ
ま
り
幽
州
・
薊
州）

（1
（

周
辺
に
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
地

で
職
を
得
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
父
の
世
代
に
一
家

は
涼
州
か
ら
河
北
へ
移
住
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。そ
し
て
そ
の
移
住
時
期
は
、

李
元
諒
の
年
齢
（
墓
誌
に
よ
れ
ば
開
元
十
五
年
（
七
二
七
）、『
旧
唐
書
』
李
元

諒
伝
に
よ
れ
ば
開
元
二
〇
年
（
七
三
二
）
生
ま
れ
）
か
ら
考
え
れ
ば
、
広
く
見

積
も
っ
て
も
開
元
年
間
（
七
一
三
～
七
四
一
年
）
だ
と
推
測
で
き
た
。

　
「
李
準
墓
誌
」
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
族
が
前
漢
か
ら
「
涼
州
姑
臧
」
に

居
住
し
（
３
～
４
行
目
）、塞
多
の
世
代
に
「
河
隍
擾
乱
」
を
き
っ
か
け
に
「
薊

門
」
に
移
動
し
た
（
６
行
目
）
と
し
て
い
て
、
涼
州
に
は
代
々
居
住
し
て
い
た

こ
と
、
そ
し
て
一
族
が
移
住
す
る
契
機
は
「
河
隍
擾
乱
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
新

た
に
判
明
し
た
。「
河
隍
（
湟
）」
と
は
、
黄
河
と
湟
水
（
黄
河
の
支
流
で
、
青

海
の
東
の
山
中
を
源
と
し
、
西
寧
の
北
郊
を
通
り
、
蘭
州
の
西
方
で
黄
河
に
流

入
す
る
）
の
こ
と
で
、
湟
水
と
湟
水
が
合
流
す
る
前
の
黄
河
に
挟
ま
れ
た
地
域

を
指
す
と
み
ら
れ
、
李
元
諒
の
一
族
が
拠
点
と
し
た
涼
州
武
威
に
隣
接
す
る
地

域
で
あ
る
。
こ
の
地
は
、
中
国
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
や
青
海
、
そ
し
て
そ
の
先
の
中

央
ア
ジ
ア
を
も
結
ぶ
、
い
わ
ば
青
海
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
上
に
位
置
し
、
古
来
チ
ベ

ッ
ト
系
民
族
と
漢
人
と
の
係
争
地
と
な
っ
た
場
所
で）

（1
（

、
開
元
年
間
も
唐
に
と

っ
て
対
吐
蕃
の
最
前
線
の
地
と
な
っ
て
い
た
。
中
宗
の
景
龍
四
年
（
七
一
〇
）、

吐
蕃
の
求
め
に
応
じ
て
唐
の
金
城
公
主
が
吐
蕃
王
（
チ
デ
ツ
ク
ツ
ェ
ン
）
に
降

嫁
し
た
が
、
そ
れ
に
同
行
し
（
吐
蕃
か
ら
厚
く
賄
賂
を
受
け
）
た
楊
矩
の
上
表

に
よ
っ
て
、
国
境
地
域
に
あ
る
河
西
九
曲
の
地
が
公
主
湯
沐
の
邑
と
し
て
吐
蕃

に
割
譲
さ
れ
て
以
後
、
河
湟
地
域
で
は
衝
突
が
続
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
開
元
十
七
年
（
七
二
九
）
二
月
の
唐
の
信
安
王
褘
に
よ
る
石
堡
城
奪
還

以
降
、吐
蕃
は
和
平
の
道
を
採
っ
て
、開
元
二
一
年
（
七
三
三
）
に
は
赤
嶺
（
現

在
の
青
海
省
湟
源
県
西
南
日
月
山
）
に
盟
約
碑
が
建
立
さ
れ）

（1
（

、
そ
の
後
、
数

年
間
は
平
和
が
訪
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
［
佐
藤
一
九
五
八
：
四
一
七
～
四
六
八

頁
］。『
旧
唐
書
』
や
『
冊
府
元
亀
』
に
よ
れ
ば
、
玄
宗
が
こ
の
石
堡
城
の
奪
還

を
信
安
王
褘
に
命
じ
た
の
は
、
当
時
「
吐
蕃
が
石
堡
城
を
拠
点
に
河
右
地
域
に

侵
入
し
て
混
乱
さ
せ
て
い
た
（『
侵
擾
河
右）

（1
（

』）」
か
ら
だ
と
す
る
が
、
こ
の
状

況
は
「
李
準
墓
誌
」
の
「
河
隍
擾
乱
」
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
混
乱
が
李
氏

一
族
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
河

隍
擾
乱
」
と
は
お
そ
ら
く
開
元
年
間
に
入
っ
て
以
降
、開
元
十
七
年
（
七
二
九
）

の
唐
の
石
堡
城
奪
還
ま
で
の
混
乱
を
指
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
李
元
諒
の
一
族
の
移
住
先
で
あ
る
河
北
地
域
で
は
、
天
宝
十
四

年
（
七
五
五
）
に
安
禄
山
が
安
史
の
乱
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
李
元
諒
は
安

史
の
乱
発
生
前
に
駱
奉
先
の
養
子
と
な
っ
て
長
安
に
移
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
河

北
に
い
た
場
合
は
、
安
史
軍
に
所
属
し
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
安
史
の
乱
に
お
け
る
安
史
軍
中
の
ソ
グ
ド
人
勢
力
の
中
心
は
、
突
厥

で
騎
射
な
ど
の
遊
牧
文
化
を
備
え
た
「
ソ
グ
ド
系
突
厥
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
が
［
森
部
二
〇
一
〇
：
一
一
九
頁
］、
李
元
諒
は
、
交
易
活
動
の
た
め

に
築
か
れ
た
植
民
聚
落
を
拠
点
と
し
て
き
た
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
て
、「
ソ
グ
ド

系
突
厥
」
で
は
な
い
。
こ
の
李
元
諒
の
一
族
の
よ
う
に
開
元
年
間
に
代
々
拠
点

と
し
た
河
西
の
植
民
聚
落
か
ら
、
河
北
へ
と
移
住
す
る
動
き
は
他
に
も
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
拙
稿
［
福
島
二
〇
一
六
］
で
扱
っ
た
康
令
惲
は
、
鄯
州
西
平
（
現

在
の
青
海
省
西
寧
市
楽
都
県
）
を
代
々
拠
点
と
し
た
が
、
上
司
の
張
守
珪
が
赤

嶺
の
盟
約
後
す
ぐ
に
対
契
丹
戦
の
た
め
に
隴
右
か
ら
范
陽
へ
転
出
し
た
際
に
共

に
幽
州
に
移
っ
た
。
張
守
珪
は
安
禄
山
を
取
り
立
て
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る

の
で
、
康
令
惲
は
安
禄
山
と
同
僚
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
康
令
惲
は
幽
州
到
着

後
間
も
な
い
開
元
二
二
年
（
七
三
四
）
に
病
没
し
て
い
る
が
、
も
う
少
し
長
く

生
き
て
い
れ
ば
、
安
史
の
乱
で
安
史
軍
側
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
福
島
［
二
〇
一
八
Ｂ
：
十
～
十
一
頁
］
で
扱
っ

た
バ
ク
ト
リ
ア
人
の
羅
守
忠
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
れ

ら
の
事
例
は
、
安
史
軍
中
に
は
、
代
々
河
西
の
植
民
聚
落
を
拠
点
と
し
て
き
た

ソ
グ
ド
人
や
バ
ク
ト
リ
ア
人
の
姿
も
相
当
数
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
三
）
朱
泚
の
乱
（
建
中
四
年
（
七
八
三
）
～
興
元
元
年
（
七
八
四
））

　

徳
宗
期
は
節
度
使
に
よ
る
反
乱
が
各
地
で
続
発
し
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、「
李

準
墓
誌
」（
14
～
18
行
目
）
に
は
、
そ
の
中
で
も
朱
泚
の
乱
に
つ
い
て
注
目
す

べ
き
記
録
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
朱
泚
の
乱
は
、
建
中
二
年
（
七
八
一
）
に
成
徳
節
度
使
の
李
宝
臣

が
死
亡
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
徳
宗
の
藩
鎮
抑
圧
策
へ
の
不
満
か
ら
河
北
を
中

心
に
複
数
の
藩
鎮
が
連
合
し
て
起
こ
っ
て
い
た
反
乱
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ

る）
12
（

。
建
中
四
年
（
七
八
三
）、
こ
の
河
北
の
反
乱
鎮
圧
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た

涇
原
の
兵
が
長
安
を
通
過
す
る
際
、
そ
の
待
遇
へ
の
不
満
か
ら
、
幽
州
で
叛
し

て
い
た
朱
滔
の
兄
で
、
朱
滔
の
た
め
に
長
安
に
召
還
さ
れ
て
い
た
朱
泚
を
擁
し

て
長
安
を
占
拠
し
た
の
が
い
わ
ゆ
る
朱
泚
の
乱
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
に

驚
い
た
徳
宗
は
奉
天
（
現
在
の
陝
西
省
咸
陽
市
乾
県
）
に
蒙
塵
し
、
興
元
元
年

（
七
八
四
）
二
月
に
は
さ
ら
に
梁
州
に
移
動
し
た）

1（
（

。
新
旧
両
唐
書
の
列
伝
や
「
李

元
諒
墓
誌
」・「
李
元
諒
頌
」
な
ど
か
ら
は
、
こ
の
朱
泚
の
乱
で
李
元
諒
が
反
乱

軍
か
ら
華
州
を
取
り
戻
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
李
晟
・
尚
可
孤
と
い
っ
た
武
将

た
ち
と
共
に
朱
泚
を
破
り
、
五
月
戊
戌
（
二
八
日
））

11
（

に
長
安
奪
還
の
活
躍
を
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。「
李
準
墓
誌
」（
15
～
18
行
目
）
に
は
、
李
元
諒
に

同
行
し
て
い
た
李
準
が
、
こ
の
長
安
奪
還
を
猛
暑
の
中）

12
（

、
危
険
な
道
を
昼
夜

を
問
わ
ず
に
通
常
の
倍
の
速
さ
で
数
日
間
で（

11
（

梁
州
の
徳
宗
に
報
告
し
に
行
っ

た
こ
と
、
長
安
に
帰
還
後
は
皇
帝
か
ら
軍
へ
の
詔
令
を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
徳
宗
へ
の
長
安
奪
還
の
報
告
に
つ
い

て
は
、
李
晟
の
掌
書
記
の
于
公
異
が
、
六
月
癸
卯
（
四
日
）
に
戦
勝
報
告
の
露

布
を
徳
宗
に
披
露
し
、
徳
宗
は
感
激
の
涙
を
流
し
た
こ
と）

11
（

、
そ
し
て
、
こ
れ

に
対
し
て
徳
宗
は
、
六
日
（
乙
巳
）
に
詔
吏
部
侍
郎
の
班
宏
を
宣
慰
使
と
し
て
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長
安
に
派
遣
し
、
十
日
（
己
酉
）
に
は
李
晟
・
李
元
諒
な
ど
活
躍
し
た
諸
将
を

昇
進
さ
せ
た）

11
（

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。「
李
準
墓
誌
」
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

李
準
の
徳
宗
へ
の
報
告
と
そ
の
詔
令
の
伝
達
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
于
公
異
や
班

宏
の
動
き
と
連
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
役
割
は
、
李
元
諒
陣
営
の
代
表

と
し
て
李
元
諒
の
功
績
を
し
っ
か
り
と
報
告
し
、
そ
れ
に
対
す
る
正
当
な
評
価

を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
各
武
将
は
論
功
を
明
ら
か
と

す
る
た
め
に
各
自
で
腹
心
を
派
遣
し
て
戦
勝
報
告
さ
せ
、
褒
賞
を
得
て
い
た
と

推
測
で
き
よ
う
。

　

な
お
、「
李
準
墓
誌
」（
19
～
21
行
目
）は
、李
懐
光）

11
（

の
乱（
興
元
元
年（
七
八
四
）

二
月
～
貞
元
元
年
（
七
八
五
）
秋
）
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
新
旧
両
唐
書

の
李
元
諒
伝
な
ど
か
ら
李
元
諒
は
、
馬
燧
・
渾
瑊
な
ど
と
共
に
李
懐
光
を
討
伐

し
て
い
る
が
、「
李
準
墓
誌
」（
19
～
20
行
目
）
か
ら
李
準
も
そ
れ
に
同
伴
し
、

勇
敢
に
戦
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
続
く
「
栄
勲
飲
至
」（
20
行
目
）
は
、

徳
宗
が
一
連
の
反
乱
が
終
結
し
た
貞
元
元
年
（
七
八
五
）
の
冬
至
に
長
安
の
天

壇
で
行
っ
た
郊
祀
に
李
元
諒
を
含
む
有
力
武
将
七
人
が
参
列）

11
（

し
た
が
、
そ
こ

に
も
李
準
が
同
伴
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（
四
）
平
涼
の
盟
（
貞
元
三
年
（
七
八
七
年
））
と
賜
姓

　
「
李
準
墓
誌
」（
21
～
24
行
目
）
は
、「
平
涼
の
盟（

11
（

」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

朱
泚
の
乱
の
際
、
唐
は
吐
蕃
か
ら
援
軍
を
得
た
見
返
り
と
し
て
一
部
領
土）

22
（

の

割
譲
を
約
束
し
た
が
、朱
泚
の
乱
が
終
結
す
る
と
唐
は
背
約
し
た
。
そ
れ
以
降
、

吐
蕃
は
唐
に
攻
勢
と
な
る
一
方
で
、会
盟
と
国
境
画
定
を
唐
に
要
求
し
た）

2（
（

。「
李

準
墓
誌
」（
21
行
目
）
の
「
蕃
寇
請
盟
」
は
こ
の
状
態
を
指
し
て
い
る
。
貞
元

三
年
（
七
八
七
）
五
月
に
平
涼
（
現
在
の
甘
粛
省
平
涼
）
で
唐
‐
吐
蕃
の
会
盟

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、会
盟
の
場
で
吐
蕃
軍
が
唐
の
使
節
を
奇
襲
し
、

会
盟
は
幻
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
会
盟
は
「
平
涼
の
偽
盟
」
と
も
呼
ば

れ
る
。
こ
の
時
、
李
元
諒
（
当
時
は
駱
元
光
）
は
唐
側
の
代
表
で
あ
る
盟
会
使

の
渾
瑊
の
窮
地
を
救
う
功
績
を
あ
げ
た
。
渾
瑊
に
同
行
し
た
李
元
諒
は
こ
の
会

盟
を
前
に
、
渾
瑊
が
不
要
と
す
る
の
も
聞
か
ず
に
、
会
盟
会
場
か
ら
二
〇
余
里

の
場
所
に
濠
を
掘
り
柵
を
固
め
て
陣
を
築
い
て
吐
蕃
の
離
反
に
備
え
て
お
り
、

渾
瑊
は
奇
襲
を
受
け
た
際
、
単
身
逃
亡
し
て
李
元
諒
の
陣
に
逃
げ
込
む
こ
と
で

難
を
逃
れ
た
の
で
あ
る）

21
（

。
し
か
し
、
副
使
の
崔
漢
衡
を
含
む
使
節
六
〇
余
名

が
吐
蕃
の
捕
虜
と
な
り
、
そ
の
他
唐
の
将
兵
・
人
夫
な
ど
四
～
五
〇
〇
余
人
が

殺
害
さ
れ
、
千
余
人
が
掠
さ
れ）

22
（

、
唐
の
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
李
準
は
こ

の
時
も
李
元
諒
に
同
伴
し
て
い
た
が
、「
李
準
墓
誌
」
に
は
「
君
部
曲
悉
散
、

単
車
独
馳
」（
22
行
目
）
と
あ
る
の
で
、
李
準
は
お
そ
ら
く
李
元
諒
の
陣
と
は

別
の
場
所
に
構
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
僕
射
撫
背
、悲
酸
有
如
天
至
」

（
23
行
目
）
と
あ
る
よ
う
に
、
敵
の
刃
に
触
れ
な
が
ら
も
や
っ
と
帰
還
し
た
李

準
の
背
を
撫
で
て
李
元
諒
が
嘆
き
哀
し
む
様
子
か
ら
、
李
準
は
こ
の
時
に
大
き

く
負
傷
し
た
と
み
ら
れ
る
。
李
元
諒
は
こ
の
時
の
功
績
か
ら
皇
帝
の
姓
で
あ
る

李
と
名
の
元
諒
を
賜
っ
た
が
、
一
方
、
李
準
は
以
後
、
闘
病
生
活
を
送
り
、
五

年
後
の
貞
元
八
年
（
七
九
二
）
に
二
四
歳
で
死
亡
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
拙
稿

［
福
島
二
〇
一
八
Ａ
：
一
〇
三
～
一
〇
八
頁
］
で
は
、
唐
代
の
賜
姓
は
、
賜
姓

の
経
緯
に
よ
っ
て
、
Ａ
．唐
王
朝
に
帰
順
し
た
時
の
賜
姓
・
Ｂ
．武
功
を
立
て
た

時
の
賜
姓
・
Ｃ
．王
朝
内
で
の
勢
力
争
い
に
よ
る
賜
姓
・
Ｄ
．そ
の
他
の
四
つ
に

分
類
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
李
元
諒
の
賜
姓
は
、
分
類
Ｂ
に
あ
た
る
が
、

徳
宗
が
平
涼
の
盟
に
お
け
る
李
準
の
勇
敢
な
様（
お
そ
ら
く
負
傷
し
た
こ
と
も
）

を
知
り
、李
準
を
召
し
て
褒
賞
を
与
え
た
こ
と
（「
李
準
墓
誌
」
23
～
24
行
目
）、
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李
準
の
た
め
に
医
師
を
派
遣
し
、
薬
代
も
賜
与
し
て
い
る
こ
と
（「
李
準
墓
誌
」

26
行
目
）
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
，
そ
の
背
景
に
は
李
準
の
平
涼

の
盟
で
の
活
躍
（
や
犠
牲
）
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

（
五
）
婚
姻
関
係

　
「
李
準
墓
誌
」
は
、
こ
れ
ま
で
判
明
し
て
い
な
か
っ
た
李
氏
一
族
の
婚
姻
関

係
も
伝
え
て
い
る
。
ま
ず
、
李
準
の
夫
人
に
つ
い
て
は
「
河
南
屈
突
氏
故
絳
州

別
駕
郾
之
次
女
也
」（
35
行
目
）
と
あ
る
。
こ
の
夫
人
の
父
で
あ
る
屈
突
郾
は
、

『
元
和
姓
纂
』
巻
十
、
屈
突
［
五
一
九
頁
］
に
そ
の
名
が
見
え
、
唐
の
中
国
統

一
に
貢
献
し
た
凌
煙
閣
二
十
四
功
臣
に
あ
げ
ら
れ
る
屈
突
通
か
ら
四
代
目
に
あ

た
る
人
物
で
あ
る
。
姚
微
元
『
北
朝
胡
姓
考
』［
一
四
八
～
一
五
〇
頁
］
に
よ

れ
ば
、
こ
の
屈
突
氏
は
も
と
は
昌
黎
徒
河
（
現
在
の
遼
寧
省
錦
州
）
に
住
ん
だ

庫
莫
奚
で
、
一
族
の
記
録
は
、
西
燕
・
後
燕
に
仕
え
、
後
燕
が
北
魏
に
討
伐
さ

れ
た
登
国
十
年
（
三
九
五
）
に
北
魏
に
帰
属
し
た
屈
（
屈
突
）
遵
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
李
準
の
夫
人
は
奚
の
名
族
出
身
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
屈
突
一
族
の
墓
誌
な
ど
を
考
察
し
た
沈
魯

［
二
〇
一
四
：
七
〇
頁
］
は
、
唐
後
期
の
屈
突
詮
（
屈
突
通
の
子
、
屈
突
郾
の

曾
祖
父
）
よ
り
後
代
の
屈
突
氏
は
、
武
を
尊
ぶ
伝
統
が
消
え
、
科
挙
で
も
突
出

し
た
人
物
を
輩
出
で
き
ず
に
衰
落
し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る）

21
（

。
こ
れ
に
従
え

ば
、
李
準
の
夫
人
は
屈
突
氏
が
衰
落
す
る
時
期
の
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

た
だ
、「
李
準
墓
誌
」
に
よ
る
と
、
屈
突
郾
の
官
職
は
絳
州
別
駕
で
従
四
品
下

で
あ
り
、
五
品
以
上
の
特
権
階
級
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
汾
水
下
流
に
位
置
す

る
絳
州
は
、
李
氏
一
族
が
拠
点
と
し
た
華
州
と
共
に
長
安
と
太
原
を
結
ぶ
古
く

か
ら
の
幹
線
ル
ー
ト
上
に
位
置
す
る
重
要
都
市
で
、
華
州
と
は
黄
河
を
挟
ん
だ

隣
接
す
る
地
域
で
あ
る
と
言
え
る
。
典
籍
史
書
中
か
ら
は
李
氏
と
屈
突
氏
の
接

点
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
ル
ー
ト
を
通
じ
た
地

域
連
携
の
中
で
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
に
至
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、「
李
準
墓
誌
」
か
ら
は
李
準
の
母
、
つ
ま
り
李
元
諒
の
夫
人
に
つ
い

て
も
新
た
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。「
李
元
諒
墓
誌
」
に
李
元
諒
の
夫

人
は
「
河
南
の
阿
史
那
氏
」
だ
と
記
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
河
南
」
を
本
貫
と

し
た
阿
史
那
氏）

21
（

の
中
で
も
、
彼
女
が
ど
の
系
譜
に
繋
が
る
か
分
か
ら
な
い
も

の
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
姓
か
ら
突
厥
人
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
分
か
っ

て
い
た
。「
李
準
墓
誌
」（
10
～
11
行
目
）
に
は
さ
ら
に
「（
李
準
は
）
雲
麾
将
軍
・

守
右
武
衛
大
将
軍
兼
隴
右
副
節
度
襲
左
賢
王
、
贈
代
州
都
督
河
南
阿
史
那
公
羲

方
之
外
孫
也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
李
準
の
祖
父
の
人
物
名
と
そ
の
官
職

が
新
た
に
判
明
し
た
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
典
籍
史
料
中
に
阿
史
那
羲
方
の

名
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
史
書
中
に
見
え
る
唐
代
の
左
賢
王
は
、
阿
史
那

忠）
21
（

・
阿
史
那
毗
伽
特
勤）

21
（

に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
名
と
阿
史
那
羲
方

と
は
そ
も
そ
も
名
前
や
官
職
も
一
致
し
な
い
上
、
阿
史
那
忠
（
六
一
一
～

六
七
五
年
生
没）

21
（

）
は
年
代
が
合
わ
ず
、
阿
史
那
毗
伽
特
勤
（
六
八
二
～

七
二
四
年
生
没）

21
（

）
も
、
そ
の
娘
が
大
暦
四
年
（
七
六
九
）
に
李
準
を
出
産
す

る
の
は
年
齢
的
に
難
し
い
と
み
ら
れ
、
現
時
点
で
は
い
ず
れ
も
同
一
人
物
だ
と

す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
李
元
諒
の
夫
人
の
阿
史
那
氏
は
、
残
念
な
が
ら
や
は

り
ど
の
よ
う
な
突
厥
人
な
の
か
は
依
然
と
し
て
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
、『
旧
唐
書
』
巻
十
三
、
徳
宗
下
［
三
七
八
頁
］
は
、
李
元
諒
の
死
後
、

彼
の
配
下
に
あ
っ
た
阿
史
那
叙
が
元
諒
の
兵
を
継
承
し
て
統
率
し
た
と
す
る）

12
（

。

こ
の
阿
史
那
叙
も
こ
こ
以
外
に
史
書
中
に
そ
の
名
は
見
え
ず
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
李
元
諒
の
夫
人 

阿
史
那
氏
の
関
係
者
（
あ
る
い
は
血
縁
）
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だ
と
推
測
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
李
元
諒
は
、
突
厥
勢
力
と
強
固
な
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
「
李
元
諒
墓
誌
」
と
「
李
準
墓
誌
」
と
の
情
報
を
総
合
す
れ
ば
、
李
元
諒
の

夫
人
は
突
厥
の
阿
史
那
氏
、
李
準
の
夫
人
は
奚
（
庫
莫
奚
）
の
屈
突
氏
で
い
ず

れ
も
非
漢
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
李
氏
一
族
が
非
漢
人
と
意
識
的
に
婚
姻

関
係
を
結
ん
で
い
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
こ
れ
ま
で
正
規
の
報
告
が
な
い
「
李
準
墓
誌
」
と
そ
の
墓
誌
蓋
に
つ
い

て
真
偽
を
議
論
し
た
上
で
、
拓
本
・
録
文
を
示
し
、
解
読
し
て
考
察
を
加
え
た
。

「
李
準
墓
誌
」
に
は
、
唐
の
有
力
武
将
で
あ
る
父 

李
元
諒
に
付
き
従
う
李
準
の

姿
を
通
じ
て
、
徳
宗
期
の
吐
蕃
と
の
抗
争
や
藩
鎮
に
よ
る
反
乱
に
つ
い
て
、
在

来
史
料
を
補
う
新
た
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
以
下
の
点
は
、
ソ
グ

ド
人
の
東
方
活
動
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　

第
一
に
、
李
元
諒
・
李
準
の
一
族
は
、
代
々
河
西
の
ソ
グ
ド
人
の
植
民
聚
落

を
拠
点
と
し
て
い
た
が
、
開
元
年
間
に
河
北
（
の
ち
に
安
史
の
乱
が
起
こ
る
）

に
移
住
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
事
例
（
康
令
惲
・
羅
守
忠
）
も
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
安
史
軍
中
に
は
交
易
の
た
め
に
河
西
に
築
か
れ
た
植
民
聚
落
を

代
々
拠
点
と
し
て
い
た
ソ
グ
ド
人
・
バ
ク
ト
リ
ア
人
が
相
当
数
含
ま
れ
る
可
能

性
が
あ
り
、
今
後
こ
の
よ
う
な
事
例
が
増
加
す
れ
ば
、
安
史
軍
中
の
ソ
グ
ド
人

の
構
成
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
も
出
て
く
る
。

　

第
二
に
、
李
氏
一
族
は
非
漢
人
と
意
識
的
に
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
点
で

あ
る
。
武
将
で
あ
る
李
元
諒
と
そ
の
息
子
の
婚
姻
は
、
そ
の
武
力
に
有
益
と
な

る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、ソ
グ
ド
人
で
あ
る
彼
ら
が
あ
え
て
非
漢
人（
そ

れ
も
突
厥
・
奚
）
と
結
ぶ
こ
と
に
は
何
ら
か
の
利
点
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

安
史
軍
は
突
厥
・
ソ
グ
ド
系
突
厥
・
契
丹
・
奚
な
ど
を
含
む
多
民
族
部
隊
で
あ

っ
た
が
［
森
部
豊
二
〇
一
〇
：
八
九
～
一
二
一
頁
］、
同
様
に
多
民
族
か
ら
な

る
部
隊
が
李
元
諒
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
に
加
え
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
李
元
諒
が
駱
奉
先
と
い
う
宦
官
の
養

子
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る）

1（
（

。
安
史
の
乱
以
降
、
宦
官
は
神
策
軍
を
指
揮
し
そ

の
軍
事
力
を
背
景
に
時
に
は
皇
帝
権
力
を
脅
か
す
ほ
ど
の
大
き
な
権
力
を
持
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
宦
官
や
突
厥
・
奚
な
ど
の
非
漢
人
と
組
ん
だ
ソ
グ
ド
人
武
将

の
李
元
諒
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
判
明
し
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
稿

を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
彙
編
』
＝
北
京
図
書
館

金
石
組
編
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。『
隋
唐
五
代
墓
誌
彙
編
』
＝

総
編
輯
委
員
会
編
、
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
。『
唐
代
墓
志
彙
編
』
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＝
周
紹
良
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

（
和
文
）

石
見
清
裕
［
一
九
九
二
］「『
阿
史
那
毗
伽
特
勤
墓
誌
』
訳
試
稿
」『
内
陸
ア
ジ

ア
言
語
の
研
究
』Ⅶ
（
訂
正
再
録
「
開
元
十
二
年
『
阿
史
那
毗
伽
特
勤
墓
誌
』」

『
唐
の
北
方
問
題
と
国
際
秩
序
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
、二
二
六
～
二
七
八

頁
）

︱
︱
︱
［
二
〇
一
六
］『
ソ
グ
ド
人
墓
誌
研
究
』
汲
古
書
院

大
澤
正
昭
［
一
九
七
三
］「
唐
末
の
藩
鎮
と
中
央
権
力
︱
徳
宗
・
憲
宗
朝
を
中

心
と
し
て
」『
東
洋
史
研
究
』
三
二
‐
二
、一
～
二
二
頁

氣
賀
澤
保
規
（
編
）［
二
〇
一
七
］『
新
編　

唐
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』
明
治

大
学
東
ア
ジ
ア
石
刻
文
物
研
究
所

佐
藤
長［
一
九
五
八
］『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
同
朋
舎
（
再
版
：
一
九
七
七
年
）

菅
沼
愛
語
［
二
〇
一
三
］『
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の

国
際
情
勢
と
そ
の
推
移
︱
唐
・
吐
蕃
・
突
厥
の
外
交
関
係
を
中
心
に
』
渓
水

社
中
田
美
絵
［
二
〇
〇
七
］「
不
空
の
長
安
仏
教
界
台
頭
と
ソ
グ
ド
人
」『
東
洋
学

報
』
八
九
‐
三
、二
九
三
～
三
二
五
頁

平
岡
武
夫
（
編
）［
一
九
五
四
］『
唐
代
研
究
の
し
お
り 

第
一 

唐
代
の
暦
』
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
索
引
編
集
委
員
会

福
島
恵
［
二
〇
一
六
］
→
中
文

︱
︱
︱
［
二
〇
一
七
］『
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ソ
グ
ド
人
︱
ソ
グ
ド
人
漢
文
墓

誌
の
研
究
︱
』
汲
古
書
院

︱
︱
︱
［
二
〇
一
八
Ａ
］「
唐
後
半
期
に
お
け
る
賜
姓
ソ
グ
ド
人
︱
涼
州
武
威

安
氏
と
賜
姓
︱
」『
東
洋
史
研
究
』
七
六
‐
四
、一
〇
一
～
一
四
〇
頁

︱
︱
︱
［
二
〇
一
八
Ｂ
］「
バ
ク
ト
リ
ア
人
羅
姓
墓
誌
の
基
礎
的
考
察
」『
内
陸

ア
ジ
ア
史
研
究
』
三
三
、一
～
二
五
頁

森
部
豊
［
二
〇
一
〇
］『
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歴

史
的
展
開
』
関
西
大
学
出
版
部

（
中
文
）

沈
魯
［
二
〇
一
四
］「
北
魏
至
唐
的
屈
突
家
族
︱
読
『
屈
突
通
墓
誌
札
記
』」『
鄭

州
師
範
教
育
』
三
‐
五
、六
八
～
七
〇
頁

国
家
文
物
局
編
［
一
九
九
八
］『
中
国
文
物
地
図
集
』
陝
西
（
下
）、
中
国
地
図

出
版
社

︱
︱
︱
︱
︱
︱
［
二
〇
一
一
］『
中
国
文
物
地
図
集
』
甘
粛
分
冊
（
下
）、
測
絵

出
版
社

福
島
恵
［
二
〇
一
六
］「
絲
綢
之
路
青
海
道
上
的
粟
特
人
︱
从
“
康
令
惲
墓

誌
”
看
鄯
州
西
平
康
氏
一
族
︱
」『
粟
特
人
在
中
国
︱
考
古
発
現
与
出
土
文

献
的
新
印
証
︱
』
上
、
羅
豊
・
栄
新
江
編
著
、
寧
夏
文
物
考
古
研
究
所
（
日

本
語
版
再
録
：「
青
海
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ソ
グ
ド
人
︱
「
康
令
惲
墓
誌
」
に

見
る
鄯
州
西
平
の
康
氏
一
族
︱
」
福
島
二
〇
一
七
：
一
九
〇
～
二
一
九
頁
）

栄
新
江
［
一
九
九
九
］「
北
朝
隋
唐
粟
特
人
之
遷
徙
及
其
聚
落
」『
国
学
研
究
』

六
（
再
録
：『
中
古
中
国
与
外
来
文
明
』
生
活
読
書
新
知
三
聯
書
店
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
、
三
七
～
一
一
〇
頁
）

︱
︱
︱
［
二
〇
〇
七
］「
北
朝
隋
唐
粟
特
人
之
遷
徙
及
其
聚
落
補
考
」『
欧
亜
学

刊
』
六
（
修
訂
版
再
録
：『
中
古
中
国
与
粟
特
文
明
』
生
活
読
書
新
知
三
聯

書
店
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
三
年
、
二
二
～
四
一
頁
）
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陝
西
省
文
物
局
文
物
鑑
定
組
潼
関
県
文
管
会
弁
公
室
［
一
九
九
八
］「
李
元
諒

墓
誌
及
其
相
関
問
題
」『
文
博
』
一
九
九
八
‐
二
、七
六
～
八
一
頁

姚
微
元
［
一
九
六
二
］『
北
朝
胡
姓
考
』
中
華
書
局
（
二
〇
〇
七
年
第
二
版
を

使
用
）註

（
1
）　

李
元
諒
は
姓
や
名
が
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
を
避

け
る
た
め
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
「
李
元
諒
」
で
統
一
す
る
。

（
2
）　

李
元
諒
に
関
す
る
史
料
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
列　

伝
：『
旧
唐
書
』
巻
一
四
四
、
李
元
諒
伝
［
三
九
一
六
～
三
八
一
八
頁
］、

『
新
唐
書
』
巻
一
五
六
、
李
元
諒
伝
［
四
九
〇
一
～
四
九
〇
三
頁
］

②
顕
彰
碑
：「
大
唐
潼
関
鎮
国
軍
隴
右
節
度
使
検
校
尚
書
右
僕
射
兼
御
史
大
夫

華
州
刺
史
武
康
郡
王
李
公
楙
功
昭
徳
頌
」
貞
元
五
年
（
七
八
九
）
十
月
十
一

日
作
成
。
張
濛
撰
、
韓
秀
弼
書
、
李
彝
篆
額
。
現
在
は
陝
西
省
華
県
人
民
政

府
前
に
立
つ
。
録
文
は
『
金
石
萃
編
』
巻
一
〇
三
、一
七
一
四
～
一
七
一
八

頁
に
、
拓
本
写
真
は
『
北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
彙
編
』

二
八
、六
三
頁
に
あ
る
。
以
下
「
李
元
諒
頌
」
と
す
る
。

③
墓　

誌
：「
李
元
光
及
妻
阿
史
那
氏
墓
誌
」
貞
元
十
年
（
七
九
四
）
十
一
月

二
八
日
作
成
。
杜
確
撰
、
李
平
（
元
諒
の
長
子
）
書
。
一
九
六
七
年
陝
西
省

潼
関
県
郊
郷
管
南
村
に
て
整
地
作
業
中
に
発
見
。
潼
関
県
文
物
管
理
委
員
会

蔵
［『
中
国
文
物
地
図
集
』
陝
西
（
下
）：
五
八
二
頁
］。
墓
誌
の
発
見
の
報

告
と
考
察
と
し
て
陝
西
省
文
物
局
文
物
鑑
定
組
潼
関
県
文
管
会
弁
公
室

［
一
九
九
八
］
が
あ
る
。
ま
た
、
掲
載
書
の
情
報
は
、
氣
賀
澤
［
二
〇
一
七
：

No.
七
九
二
六
］
参
照
。
以
下
「
李
元
諒
墓
誌
」
と
す
る
。

（
3
）　

購
入
は
青
木
俊
介
氏
に
援
助
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御

礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
4
）　

百
度
百
科
に
李
準
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
「
李
準
墓
誌
」

を
見
て
入
力
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
典
拠
と
さ
れ
る
『
唐
代
墓
志
彙

編
』
に
こ
の
墓
誌
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、中
国
の
ブ
ロ
グ
（http://

w
w

w
.360doc.com

/content/17/0104/13/38584937_619981484.
shtm

l

）
に
李
準
墓
誌
の
録
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
典
拠
は
記
さ
れ
て

い
な
い
（
共
に
二
〇
二
一
年
七
月
一
九
日
確
認
）。

（
5
）　

本
稿
の
「
李
準
墓
誌
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
度
に
早
稲

田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
石
見
清
裕
教
授
の
特
論
で
講
読
し
た
成
果
を

取
り
入
れ
て
い
る
。
講
読
で
は
、
１
～
９
行
目
「
矣
」・
19
～
24
行
目
「
矣
」

ま
で
を
福
島
、
９
～
14
行
目
「
不
息
」
ま
で
を
金
子
孝
太
氏
、
14
～
18
行
目

終
わ
り
ま
で
を
田
坂
浩
二
氏
、
24
～
29
行
目
「
哀
哉
」
ま
で
を
陳
蕾
氏
、
29

～
34
行
目
の
終
わ
り
ま
で
を
張
佳
斌
氏
、
詞
文
を
含
む
35
行
目
～
終
わ
り
ま

で
を
平
林
美
理
氏
が
担
当
し
た
。

　
　

ま
た
、
本
稿
で
掲
載
し
た
録
文
は
、
極
力
拓
本
の
字
体
を
忠
実
に
写
し
、

一
部
異
体
字
は
本
字
に
改
め
た
。
改
行
・
空
格
も
テ
キ
ス
ト
通
り
と
し
、
便

宜
上
、
句
読
点
を
付
け
た
。
文
字
が
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
□
と
記
し
、
文

字
の
一
部
が
欠
け
て
い
る
も
の
を
補
っ
た
文
字
は
□
で
囲
っ
た
。

（
6
）　
『
中
国
文
物
地
図
集
』
陝
西
（
下
）［
五
八
二
頁
］
に
よ
る
と
、「
李
元

諒
墓
誌
」
は
、陝
西
省
潼
関
県
文
物
管
理
委
員
会
が
所
蔵
し
て
い
る
と
す
る
。

な
お
、
甘
粛
省
崇
信
県
錦
屏
鎮
梁
坡
村
西
北
五
〇
〇
ｍ
に
も
甘
粛
省
の
文
物
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保
護
単
位
と
な
っ
て
い
る
李
元
諒
墓
が
あ
る
［『
中
国
文
物
地
図
集
』
甘
粛

（
下
）
五
六
九
頁
］。「
李
元
諒
墓
誌
」（
23
～
24
行
目
）
と
『
旧
唐
書
』
の
列

伝
［
三
九
一
八
頁
］
に
よ
れ
ば
、
死
亡
地
は
良
原
（
現
在
の
甘
粛
省
崇
信
）

で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
甘
粛
省
崇
信
県
に
李
元
諒
墓
が
造
営
さ
れ
る

の
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
李
元
諒
墓
誌
」（
25
～
26
行
目
）

に
よ
れ
ば
、李
元
諒
の
遺
体
は
長
安
の
開
化
里
の
正
寝
（
私
第
）
を
経
由
し
、

華
州
に
新
た
に
造
営
し
た
墓
に
埋
葬
し
た
と
い
う
。
こ
の
墓
誌
の
記
事
に
従

え
ば
、
甘
粛
省
崇
信
県
の
李
元
諒
墓
は
、
李
元
諒
の
た
め
に
造
営
し
た
が
本

埋
葬
に
は
使
用
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
別
人
の
墓
な
ど
の
可
能
性
が
あ
ろ

う
。

（
7
）　

本
墓
誌
の
「
君
」
は
「
李
準
」
と
「
君
主
」
の
二
つ
の
意
味
で
使
用
さ

れ
て
い
る
。
李
準
を
指
す
も
の
は
「
李
準
」
と
訳
出
す
る
。

（
8
）　

戦
国
燕
の
古
跡
で
あ
る
薊
門
・
薊
丘
を
現
在
の
北
京
市
西
北
の
徳
勝
門

外
の
地
域
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
唐
代
（
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
））
に
は

天
津
市
薊
県
に
薊
州
が
置
か
れ
、
そ
こ
に
薊
門
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。『
通
典
』巻
一
七
八
、州
郡
八
、古
冀
州
上
、漁
陽
郡［
四
七
一
三

～
四
七
一
四
頁
］
参
照
。

（
9
）　
『
元
和
郡
県
図
志
』
巻
二
、
関
内
道
二
［
三
三
頁
］
に
よ
れ
ば
、
華
州

は
開
元
期
に
三
〇
七
八
七
戸
で
あ
る
の
で
中
州
（
二
万
戸
以
上
）
と
な
り
、

刺
史
は
正
四
品
上
で
あ
る
。

（
（0
）　
左
賢
王
に
つ
い
て
は
、
石
見
［
一
九
九
二
：
二
三
四
～
二
三
五
頁
］
参

照
。

（
11
）　
『
元
和
郡
県
図
志
』
巻
十
二
、
河
東
道
一
［
三
二
九
頁
］
に
よ
れ
ば
、

絳
州
は
開
元
期
に
八
一
九
八
八
戸
で
あ
る
の
で
上
州
（
四
万
戸
以
上
）
と
な

り
、
別
駕
は
従
四
品
下
で
あ
る
。

（
12
）　

敬
姜
は
春
秋
の
魯
の
大
夫 

文
伯
の
母
。
賢
母
と
し
て
知
ら
れ
、『
国
語
』

魯
語
下
［
二
八
六
～
三
〇
〇
頁
］・『
礼
記
』
檀
弓
上
［
一
四
〇
頁
］
な
ど
に

そ
の
故
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
敬
姜
の
墓
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り

で
は
記
載
が
な
く
、
本
墓
誌
の
「
敬
姜
之
墓
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か

不
明
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
は
先
に
亡
く
な
っ
て
い
る
李
準
の
母
（
李
元
諒
の

妻
）
の
墓
の
こ
と
を
指
す
か
。

（
（（
）　
注
（
２
）
李
元
諒
に
関
す
る
史
料
参
照
。

（
14
）　
「
李
元
諒
墓
誌
」・「
李
準
墓
誌
」（
４
～
５
行
目
）
に
よ
る
と
、
こ
の
他

に
一
族
で
は
河
北
の
地
名
を
冠
す
る
官
へ
は
、
李
元
諒
の
祖
父 

延
が
「
贈

代
州
都
督
」、
父 

塞
多
が
「
贈
幽
州
大
都
督
」
に
就
任
し
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
贈
官
で
あ
っ
て
、
李
元
諒
の
出
世
に
よ
っ
て
遡
っ
て
贈
ら
れ
た
と
み
ら

れ
る
。

（
15
）　
「
塞
垣
」
と
は
、
そ
も
そ
も
長
城
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
幽
州
・

薊
州
の
よ
う
な
辺
境
地
域
を
意
味
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（
16
）　

薊
州
は
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
に
設
置
（
注
８
参
照
）。
こ
れ
は
こ

の
年
の
五
月
に
契
丹
で
可
突
于
が
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
て
唐
朝
に
反
旗
を
翻

し
た
動
き
に
対
応
し
た
処
置
だ
と
み
ら
れ
、
李
元
諒
一
族
の
移
住
は
こ
の
処

置
に
関
係
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
17
）　

例
え
ば
『
後
漢
書
』
西
羌
列
伝
［
二
八
六
九
～
二
八
九
九
頁
］
に
よ
れ

ば
、
当
地
（
当
時
は
金
城
郡
）
で
後
漢
と
西
羌
が
戦
っ
て
い
る
。

（
18
）　

赤
嶺
碑
の
建
碑
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
福
島
［
二
〇
一
六
：
二
一
七
頁
、

注
（
26
）］
参
照
。
な
お
、
盟
約
文
の
内
容
は
、『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
九
、

外
臣
部
、
和
親
二
［
一
一
三
三
四
頁
］
に
掲
載
さ
れ
る
。
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（
19
）　
『
旧
唐
書
』
巻
七
六
、太
宗
諸
子
伝
、信
安
郡
王
褘
の
条
［
二
六
五
二
頁
］・

『
冊
府
元
亀
』
巻
二
九
一
、
宗
室
部
三
〇
、
立
功
第
二
［
三
二
九
〇
頁
］・『
冊

府
元
亀
』
巻
三
六
九
、
将
帥
部
三
〇
、
攻
取
二
［
四
一
七
六
頁
］。「
先
是
、

石
堡
城
為
吐
蕃
所
據
、
侵
擾
河
右
、
敕
禕
與
河
西
・
隴
右
議
取
之
」。

（
20
）　

こ
れ
ら
の
反
乱
の
経
緯
に
つ
い
て
は
大
澤
［
一
九
七
三
］
に
詳
し
い
。

（
21
）　
『
旧
唐
書
』
巻
十
二
、
徳
宗
本
紀
上
［
三
四
〇
～
三
四
一
頁
］・『
資
治

通
鑑
』
巻
二
三
〇
、
徳
宗
興
元
元
年
（
七
八
四
）［
七
四
一
九
頁
］。

（
22
）　
『
旧
唐
書
』
巻
二
〇
〇
下
、朱
泚
伝
［
五
三
九
〇
頁
］・『
新
唐
書
』
巻
七
、

徳
宗
本
紀［
一
九
一
頁
］・『
資
治
通
鑑
』巻
二
三
一
、徳
宗
興
元
元
年（
七
八
四
）

［
七
四
三
五
～
七
四
三
六
頁
］。
な
お
、『
旧
唐
書
』
巻
十
二
、
徳
宗
本
紀
上

［
三
四
二
～
三
四
三
頁
］
は
「
五
月
戊
辰
」
と
す
る
が
、
平
岡
［
一
九
五
四
：

二
〇
六
頁
］
に
よ
れ
ば
、
興
元
元
年
の
五
月
に
戊
辰
は
存
在
し
な
い
。

（
23
）　

長
安
奪
還
の
五
月
戊
戌
（
二
八
日
）
は
夏
至
の
三
日
後
に
あ
た
り
［
平

岡
一
九
五
四
：
二
〇
六
頁
］、
こ
の
報
告
は
一
年
の
う
ち
で
最
も
暑
い
時
期

に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
、「
李
準
墓
誌
」
の
記
録
と
合
致
し
て
い
る
。

（
（（
）　『
通
典
』
巻
一
七
五
、
州
郡
五
、
漢
中
郡
［
四
五
七
六
頁
］
の
原
注
に

よ
れ
ば
、
西
京
（
長
安
）
か
ら
漢
中
郡
（
梁
州
）
へ
の
距
離
は
、
駱
谷
路
だ

と
六
五
二
里
、
斜
谷
路
だ
と
九
三
三
里
、
駅
路
だ
と
一
二
二
三
里
で
あ
る
。

李
準
が
い
ず
れ
の
ル
ー
ト
を
使
用
し
た
の
か
を
知
る
事
は
で
き
な
い
が
、
急

ぎ
伝
達
す
る
様
子
か
ら
す
れ
ば
、
最
短
距
離
で
あ
る
駱
谷
路
を
使
用
し
た
と

推
測
で
き
よ
う
。
唐
代
の
規
定
で
は
緊
急
を
要
す
る
駅
制
で
は
一
日
に
六
駅

を
進
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り［『
資
治
通
鑑
』巻
二
〇
三
、垂
拱
二
年（
六
八
六
）

三
月
、
胡
三
省
注
：
六
四
三
八
頁
］、
ま
た
駅
間
の
距
離
は
基
本
的
に
三
〇

里
（
約
十
五
km
）
で
あ
る
［『
天
聖
令
』
厩
牧
令
、
不
行
唐
令
三
二
条
：
上

一
一
二
・
下
三
〇
三
頁
］。
駱
谷
路
が
険
し
い
山
道
で
あ
り
、
駅
路
で
な
い

こ
と
な
ど
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
駅
制
を
単
純
に
駱
谷
路
に
当
て

は
め
れ
ば
三
．
六
日
で
西
安
か
ら
梁
州
に
到
達
す
る
計
算
に
な
る
。
本
文
で

後
述
し
た
于
公
異
は
長
安
出
発
後
の
四
あ
る
い
は
五
日
後
に
梁
州
の
徳
宗
に

戦
勝
報
告
し
、
徳
宗
が
派
遣
し
た
班
宏
も
梁
州
か
ら
長
安
へ
は
四
日
で
到
達

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
「
李
準
墓
誌
」（
16
行
目
）
の
「
晝

夜
兼
程
、
累
日
之
間
」
は
、
四
日
以
内
の
こ
と
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

（
25
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
一
、徳
宗
興
元
元
年
（
七
八
四
）［
七
四
三
六
頁
］。

な
お
、
于
公
異
「
西
平
王
李
晟
収
西
京
露
布
」
は
『
文
苑
英
華
』
巻

六
四
八
、
露
布
二
［
三
三
三
六
～
三
三
三
八
頁
］
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）　
『
旧
唐
書
』
巻
十
二
、
徳
宗
本
紀
上
［
三
四
三
頁
］・『
資
治
通
鑑
』
巻

二
三
一
、
徳
宗
興
元
元
年
（
七
八
四
）［
七
四
三
八
頁
］。

（
27
）　

李
懐
光
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
二
一
、
李
懐
光
伝
［
三
四
九
一
～

三
四
九
五
頁
］・『
新
唐
書
』
巻
二
二
四
上
、
叛
臣
上
、
李
懐
光
伝
［
六
三
七
四

～
六
三
七
九
頁
］
に
立
伝
さ
れ
る
。

（
28
）　
『
旧
唐
書
』
巻
十
二
、
徳
宗
本
紀
上
、
貞
元
元
年
の
条
［
三
五
一
頁
］。

（
（（
）　
平
涼
の
（
偽
）
盟
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
［
一
九
五
八
：
六
三
八

～
六
五
一
頁
］
に
詳
し
い
。

（
30
）　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
六
下
、
吐
蕃
伝
下
［
六
〇
九
四
頁
］
に
は
涇
・
霊

等
四
州
を
、『
新
唐
書
』
巻
一
三
九
、
李
泌
伝
［
四
六
三
四
～
四
六
三
五
頁
］・

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
一
、
唐
紀
、
徳
宗
興
元
元
年
（
七
八
四
）［
七
四
四
二

頁
］
に
は
安
西
・
北
庭
を
割
譲
す
る
約
束
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

て
、内
容
が
一
致
し
て
い
な
い
。
な
お
、佐
藤
［
一
九
五
八
：
六
四
二
頁
］
は
、

安
西
・
北
庭
の
割
譲
が
約
束
さ
れ
て
い
た
と
見
て
い
る
。
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（
31
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
六
下
、
吐
蕃
伝
下
［
五
二
四
九
～
五
二
五
一
頁
］。

（
32
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
四
、
李
元
諒
伝
［
三
九
一
七
～
三
九
一
八
頁
］、『
新

唐
書
』
巻
一
五
六
、
李
元
諒
伝
［
四
九
〇
二
頁
］、『
冊
府
元
亀
』
巻

三
九
〇
、
将
帥
部
五
一
、
警
備
［
四
四
〇
九
頁
］。

（
33
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
六
下
、
吐
蕃
伝
下
、［
五
二
五
二
頁
］。
菅
沼

［
二
〇
一
三
：
三
一
五
～
三
一
九
頁
］。

（
34
）　
『
太
平
広
記
』巻
一
〇
〇
、釈
証
二
、屈
突
仲
任（
所
引『
紀
聞
』）［
六
六
七

～
六
六
九
頁
］
に
は
、
放
蕩
に
よ
っ
て
資
産
を
失
っ
て
没
落
し
た
屈
突
仲
任

に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。『
太
平
広
記
』
は
説
話
集
で
あ
り
、
現
存
す
る

史
料
か
ら
仲
任
を
屈
突
氏
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

こ
の
屈
突
仲
任
の
話
は
、
隋
末
唐
初
に
栄
華
を
誇
っ
た
屈
突
氏
が
没
落
し
た

様
子
を
象
徴
的
に
記
録
し
た
も
の
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

（
35
）　
『
元
和
姓
纂
』
巻
六
、
史
［
二
八
三
～
二
八
四
頁
］
に
、
河
南
に
は
阿

史
那
か
ら
改
姓
し
た
史
姓
（
史
大
柰
・
蘇
尼
失
・
阿
史
那
忠
な
ど
）
が
い
る

と
さ
れ
る
。

（
36
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
四
上
、
突
厥
伝
上
［
五
一
六
四
頁
］・『
新
唐
書
』

巻
二
一
五
上
、
突
厥
伝
上
［
六
〇
四
〇
頁
］・『
冊
府
元
亀
』
巻
九
六
四
、
外

臣
部
九
、
封
冊
二
［
一
一
一
六
九
頁
］・『
通
典
』
巻
一
九
七
、
辺
防
十
三
、

突
厥
伝
上
［
五
四
一
六
頁
］
な
ど
。

（
37
）　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
六
、
外
臣
部
三
一
、
征
討
五
：
一
一
四
一
六
頁
。

な
お
、『
新
唐
書
』
巻
二
一
五
下
、
突
厥
伝
下
［
六
〇
五
二
頁
］
で
は
、
阿

史
那
毗
伽
特
勤
を
右
賢
王
と
す
る
が
、
こ
れ
は
左
賢
王
の
誤
り
だ
と
見
ら
れ

て
い
る
［
石
見
一
九
九
二
：
二
二
六
～
二
七
八
頁
］。

（
38
）　
「
阿
史
那
忠
墓
誌
」（
上
元
二
年
（
六
七
五
）
作
成
、
氣
賀
澤

二
〇
一
七
：
No.
一
九
九
〇
）
よ
り
算
出
。

（
39
）　
「
阿
史
那
毗
伽
特
勤
墓
誌
」（
開
元
十
二
年
（
七
二
四
）
作
成
、
氣
賀
澤

二
〇
一
七
：
No.
四
七
六
五
）。「
阿
史
那
毗
伽
特
勤
墓
誌
」
に
つ
い
て
は
石
見

［
一
九
九
二
］
参
照
。

（
40
）　

李
元
諒
が
率
い
、
阿
史
那
叙
が
継
承
し
た
軍
に
つ
い
て
『
新
唐
書
』
巻

一
六
五
、高
郢
伝
［
五
〇
七
三
頁
］
は
「
明
年
〔
元
和
元
年
（
八
〇
六
）〕、〔
高

郢
〕
為
華
州
刺
史
、
政
尚
仁
静
。
初
、
駱
元
光
自
華
引
軍
戍
良
原
、
元
光
卒
、

軍
入
神
策
、
而
州
仍
歳
餉
其
糧
、
民
困
輸
入
、
累
刺
史
憚
不
敢
白
、
郢
奏
罷

之
」
と
あ
っ
て
、
神
策
軍
に
編
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
良
原
は
右
神
策
軍

の
外
鎮
が
あ
っ
た
場
所
で
［『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
、
憲
宗
元
和
二
年

（
七
〇
八
）
四
月
甲
子
胡
注
、
七
六
三
九
頁
］、
首
都
長
安
防
衛
の
た
め
の
重

要
地
点
で
あ
っ
た
。
李
元
諒
の
義
父
は
宦
官
の
駱
奉
先
で
あ
り
、
当
時
の
神

策
軍
は
宦
官
勢
力
が
指
揮
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
編
入
は
ご
く

自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

（
41
）　

八
世
紀
の
宦
官
と
ソ
グ
ド
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、中
田
［
二
〇
〇
七
］

に
詳
し
い
。
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【
文

字
の

比
較

表
】

※
サ

イ
ズ

は
お

ま
か

せ
し

ま
す

『
隋

唐
五

代
墓

誌
彙

編
』

「
李

元
諒

墓
誌

」
福

島
所

蔵
「

李
元

諒
墓

誌
」

福
島

所
蔵

「
李

準
墓

誌
」

参
考

：
京

大
人

文
研

所
蔵

「石
崇

俊
墓

誌
」（

年
）

行
文

字
目

行
文

字
目

行
文

字
目

行
文

字
目

行
・

文
字

目
行

・
文

字
目

行
・

文
字

目
行

・
文

字
目

「
石

崇
俊

墓
誌

」
は

，
京

都
大

学
人

文
科

学
研

究
所

で
公

開
さ

れ
て

い
る

拓
本

を
利

用
し

た
。

（
）

【
関

連
地

図
】

福
島

［
：

］
を

改
変

。
※

サ
イ

ズ
は

お
任

せ
し

ま
す

【
文

字
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墓
誌

」
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蔵
「

李
元
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墓

誌
」

福
島

所
蔵

「
李

準
墓

誌
」

参
考

：
京

大
人

文
研

所
蔵

「石
崇

俊
墓

誌
」（

年
）

行
文
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目

行
文

字
目

行
文

字
目

行
文

字
目

行
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文
字

目
行

・
文

字
目

行
・

文
字

目
行

・
文

字
目

「
石

崇
俊

墓
誌

」
は

，
京

都
大

学
人

文
科

学
研

究
所

で
公

開
さ

れ
て

い
る

拓
本

を
利

用
し

た
。

（
）

【
関

連
地

図
】

福
島

［
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］
を

改
変

。
※

サ
イ

ズ
は
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せ
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